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国法体系における条約の適用(1)

序

章

て
、
当
初
は
条
約
優
位
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
国
際
情
勢
の

(
3
)
 

影
響
も
あ
り
、
憲
法
優
位
説
が
通
説
的
地
位
を
獲
得
し
て
今
日
に
至
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
ニ
疋
の
範
囲
で
憲
法
優
位
に
例
外
を
認
め
る
見
解
も
存

在
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
例
外
的
な
条
約
優
位
の
範
囲
を
、
国
際
人

(
4
)
 

権
条
約
に
ま
で
広
げ
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ

う
に
、
憲
法
学
が
条
約
の
国
内
適
用
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
多
く
の

場
合
、
憲
法
と
の
問
で
の
形
式
的
効
力
の
優
劣
関
係
が
中
心
的
論
点
で
あ

り
、
ま
た
、
憲
法
と
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
の
枠
組
を
な
し
て
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第

款

本
稿
の
概
要

本
稿
の
観
点

(

l

)

(

2

)

 

本
稿
は
、
条
約
、
と
り
わ
け
国
際
人
権
条
約
の
国
内
裁
判
所
に
お
け
る

実
効
性
確
保
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
憲
法
と
条
約
と
の
形
式
的
効
力
の
関
係
に
つ
い
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い
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
枠
組
が
形
成
さ
れ
た
際
に
念
頭
に

置
か
れ
て
い
た
の
は
、
主
に
、
日
米
安
保
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
二
国
間

(5) 

条
約
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
従
来
か
ら
、
判
例
・
学
説
と
も
に
、
条
約
が
国
内
的
効
力
を
有

し
、
少
な
く
と
も
法
律
に
は
優
位
す
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
て
き
た
に

(
6
)
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
近
時
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
と
国
際
人
権

条
約
に
関
し
て
は
、
そ
の
圏
内
裁
判
所
に
お
け
る
実
効
性
と
い
う
点
を
見

る
限
り
、
現
状
が
、
「
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う

要
請
に
十
分
応
え
て
い
る
と
い
い
う
る
か
、
疑
問
が
残
ら
な
く
も
な
い
。

憲
法
学
が
、
条
約
の
囲
内
適
用
に
関
し
て
、
憲
法
と
条
約
の
い
ず
れ
が

形
式
的
効
力
に
お
い
て
優
位
す
る
か
と
い
う
、
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に

お
け
る
条
約
の
地
位
を
主
要
な
論
点
と
し
て
き
た
こ
と
は
、
国
際
人
権
条

約
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
、

国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
条
約
の
実
効
性
確
保
を
考
え
る
場
合
に
、

国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
条
約
の
地
位
と
い
う
問
題
は
、
少
な
く

と
も
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
形
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
重
要
性

を
有
し
な
い
と
考
え
る
。
従
来
、
憲
法
優
位
説
は
、
憲
法
対
条
約
・
法
律

と
い
う
、
最
高
法
規
と
し
て
の
憲
法
と
そ
れ
以
下
の
法
形
式
と
の
対
立
と

い
う
枠
組
を
と
り
、
条
約
優
位
説
は
、
条
約
対
憲
法
・
法
律
と
い
う
、
国

際
法
と
圏
内
法
と
の
対
立
と
い
う
枠
組
を
と
っ
て
き
た
と
解
さ
れ
る
。
い

ず
れ
も
、
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
い
て
最
上
位
に
立
つ
法
形
式
が
何

で
あ
る
か
を
最
大
の
関
心
事
と
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

国
際
人
権
条
約
の
実
効
性
確
保
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
を
前
提

と
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
国
内
裁
判
所
に

お
け
る
国
際
人
権
条
約
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
条

約
が
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
い
て
単
独
で
最
上
位
に
あ
る
必
要
は
な

い
、
す
な
わ
ち
、
必
ず
し
も
憲
法
と
条
約
の
い
ず
れ
が
形
式
的
効
力
に
お

い
て
優
位
す
る
か
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
圏

内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
条
約
の
実
効
性
確
保
に
際
し
て
は
、
憲
法

に
優
位
す
る
か
否
か
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
国
際
人
権
条
約
に
対
し
て
、

憲
法
に
対
す
る
の
と
同
等
の
尊
重
な
い
し
配
慮
が
国
内
裁
判
所
に
よ
っ
て

な
さ
れ
う
る
か
百
か
が
問
題
だ
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
7
)
 

本
稿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
園
内
適
用
を
素
材
と
し
て
、
こ
の

問
題
に
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
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本
稿
の
対
象
範
囲

条
約
は
日
本
国
憲
法
七
条
一
号
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
る
と
圏
内
的
効
力

を
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
圏
内
的
効
力
を
有
す
る
条
約
、

(8) 

す
な
わ
ち
、
国
法
の
一
形
式
と
な
っ
て
い
る
条
約
の
、
圏
内
裁
判
所
で
の

適
用
が
問
題
と
な
る
が
、
本
稿
は
、
条
約
の
囲
内
適
用
を
論
ず
る
に
あ
た



国法体系における条約の適用(1)

っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
条
約
が
二
疋
の
範
囲
で
裁
判
規
範
と
し
て
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
い
か
な
る
訴
訟
類
型
に
お
い
て
、
い
か

な
る
形
で
、
条
約
に
裁
判
規
範
と
し
て
の
効
力
を
認
め
う
る
か
と
い
う
問

題
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
の
考
察
は
、
個
々
の
具
体

的
な
訴
訟
類
型
と
国
際
人
権
条
約
と
の
関
わ
り
ま
で
は
論
じ
え
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
検
討
を
展
開
す
る
前
提
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
条
約
を
検
討
の
対
象
と
し
、
い
ま
一
つ
の
国
際
法
法
源
で
あ

る
慣
習
国
際
法
の
囲
内
適
用
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
ま
た
、
国
際

裁
判
所
の
判
決
な
ら
び
に
国
際
機
構
の
決
定
お
よ
び
勧
告
等
の
国
内
的
効

力
の
問
題
に
も
論
及
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
欧
州
人
権
条
約

を
扱
う
が
、
欧
州
人
権
委
員
会
の
決
定
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決

に
関
す
る
問
題
は
扱
わ
な
い
。

本
稿
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
園
内
適
用
を
検
討
の
対
象
と
し
、
主
に
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
範
を
と
る
こ
と
と
す
る
。
国
際
人
権
法
学
に
お
い

て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
等
の
判
例
が
注
目
さ
れ

て
い
る
が
、
後
述
(
本
章
第
二
款
)
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
国
法

体
系
に
お
け
る
国
際
人
権
条
約
に
関
す
る
状
況
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
実
行

を
直
接
的
に
、
あ
る
い
は
全
面
的
に
導
入
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
の

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
は
、
実
際
に
国
内
裁
判
所
に
お

い
て
欧
州
人
権
条
約
が
援
用
さ
れ
た
例
も
多
く
、
ま
た
、
欧
州
人
権
条
約

違
反
を
理
由
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
憲
法
異
議
の
可
否
に
つ
い
て

の
議
論
は
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
条
約
違
反
を
理
由
と
す
る
最
高
裁
判

所
へ
の
上
訴
の
問
題
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
一
示
唆
を
与
え
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
の
構
成

以
下
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
条
約
の
囲
内
適
用
を
論
じ
る
際
の
前
提
と

さ
れ
る
問
題
に
触
れ
る
(
第
一
章
第
一
節
)
。
直
接
に
は
本
稿
の
考
察
の

前
提
を
な
さ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
従
来
、
憲
法
学
に
お
い
て
日
本

国
憲
法
の
下
で
の
条
約
の
国
内
適
用
の
問
題
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
言
及
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿

が
素
材
と
す
る
欧
州
人
権
条
約
、
お
よ
び
そ
の
国
内
適
用
に
つ
い
て
も
、

こ
こ
で
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
(
第
一
章
第
二
節
お
よ
び
第
三
節
)
。

次
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
国
内
適
用
に
関

す
る
問
題
を
素
材
と
し
て
考
祭
を
行
う
(
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
)
。
は

じ
め
に
、
欧
州
人
権
条
約
の
発
効
当
初
か
ら
の
締
約
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
に
お
け
る
、
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約

の
地
位
の
問
題
に
関
す
る
議
論
を
叫
瞥
見
す
る
(
第
二
章
)
。
そ
し
て
、
地

位
問
題
か
ら
離
れ
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
憲
法
的
尊
重
の
実
現
に
至
っ
た

現
在
の
議
論
を
検
討
す
る
(
第
三
章
)
。
な
お
、
日
本
国
憲
法
の
新
た
な

北法46(3・205)639
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解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
考
察
と
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
問
題
と
の
関
連
に
つ

い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
で
、
結
論
に
代
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
本
論
に
入
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
の
下
で

の
学
説
お
よ
び
裁
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
、
若
干
敷
約
す
る
こ
と
と
す
る
。

第

款

学
説
の
展
開

解
釈
基
準
と
し
て
の
条
約

憲
法
学
に
お
い
て
も
、
「
国
際
的
な
憲
法
的
規
範
を
国
内
の
憲
法
秩
序

(
9
)
 

に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
は
、
現
代
憲
法
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
」

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
国
際
人
権
条
約
に
関
し
て
は
、

「
日
本
国
憲
法
下
の
人
権
保
障
は
、
条
約
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
具
体
的

{
叩
)

に
捉
え
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
特
に
国
際
人
権
規
約

に
つ
い
て
、
「
わ
が
国
も
、
国
際
人
権
規
約
を
批
准
承
認
し
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
、
そ
れ
は
わ
が
国
の
人
権
保
障
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
条
約

(
日
)

で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

国
際
人
権
条
約
と
憲
法
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
が
、
基
本
的
に
は
、

従
来
か
ら
の
憲
法
と
条
約
と
の
形
式
的
効
力
の
優
劣
の
問
題
、
す
な
わ
ち

国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
条
約
の
地
位
の
問
題
を
基
礎
と
し
て
い

る
と
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
律

に
対
す
る
意
味
で
の
条
約
優
位
説
は
、
法
律
等
の
人
権
規
約
違
反
の
主
張

を
憲
法
違
反
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
い
、
上
告
理
由
に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
圏
内
法
整
備
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
効
果

へM
M
)

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
ヘ
「
〔
国
際
人
権
〕
規
約
を
憲

法
を
こ
え
た
保
護
を
与
え
る
法
令
と
し
て
と
ら
え
、
規
約
に
反
す
る
公
権

力
の
行
使
を
違
憲
で
な
い
と
し
て
も
違
法
で
あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
す
す
ん
で
は
、
規
約
に
反
す
る
公
権
力
の
行
使

が
違
法
の
段
階
か
ら
憲
法
の
領
域
に
さ
か
の
ぼ
り
、
適
用
違
憲
で
あ
る
と

(
日
)

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
¥
ま
た
、
「
国
際
人
権
規
約
違

反
の
具
体
的
措
置
を
適
用
違
憲
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
う
べ
き
場
合
も

(
H
H
)
 

あ
り
う
る
か
と
思
わ
れ
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、

国
際
人
権
規
約
を
憲
法
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
う
可
能
性
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
。

北法46(3・206)640

さ
ら
に
、
条
約
を
国
内
法
の
解
釈
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て

も
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
際
人
権
規
約
は
「
そ
れ
自
体

|
|
わ
が
国
の
場
合
の
よ
う
に
|
l
一
定
の
裁
判
規
範
的
意
味
を
も
ち

(
日
)

違
憲
の
主
張
を
裏
づ
け
る
根
拠
と
な
り
う
る
」
と
し
、
「
憲
法
の
ほ
う
を

条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

つ
ま
り
、
人
権
条
約
の
趣
旨
を
具
体
的
に
実
現
し
て
い
く
よ
う
な
方
向
で



憲
法
を
解
釈
す
る
、
そ
れ
が
憲
法
解
釈
と
し
て
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け

(
犯
)

で
す
」
と
す
る
見
解
が
存
す
る
。
ま
た
、
「
人
権
条
約
を
直
接
に
生
か
す

た
め
に
は
、
条
約
優
位
説
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
」
、
「
憲
法
優
位
説
に
た
っ
て
も
人
権
規
約
の
線
に
沿
っ
た
憲
法
解

(
げ
)

釈
を
と
る
こ
と
に
よ
り
規
約
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
す
る
見
解
、

あ
る
い
は
、
「
憲
法
よ
り
も
同
一
趣
旨
の
条
約
の
人
権
保
障
の
内
容
が
広

か
っ
た
り
具
体
的
に
詳
細
で
あ
る
場
合
で
、
こ
の
際
は
条
約
に
よ
っ
て
憲

法
の
内
容
を
豊
宮
同
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を

(
沼
)

憲
法
の
内
容
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
」
と
す
る
見
解
も
存
す

(
印
)

る。

国
際
人
権
法
と
国
際
文
書
の
間
接
適
用

国法体系における条約の適用(1)

一一川
特
色

(
初
)

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
国
際
人
権
法
」
の
領
域
で
は
、
従
来
、
国
際
法

(
幻
)

学
か
ら
の
議
論
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
国
際
人
権
法
の
国
内
的
実
施
、

す
な
わ
ち
国
際
人
権

LF国
内
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
、

国
際
法
学
か
ら
の
示
唆
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

(
幻
)

国
際
法
学
に
お
い
て
は
、
以
前
か
ら
、
「
合
致
の
推
定
」
と
い
う
観
念

の
下
に
、
圏
内
裁
判
所
が
囲
内
法
を
条
約
適
合
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
原

(
弘
)

則
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
国
際
人
権
法
学
に
お
い
て
は
、

国
際
人
権
文
書
の
囲
内
的
実
施
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
等

を
範
と
し
て
、
国
際
人
権
文
書
の
間
接
適
用
と
い
う
手
法
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
国
際
人
権
文
書
の
間
接
適
用
と
は
、
「
憲
法
そ
の
他
の
法
規
範
、

法
原
則
を
解
釈
、
適
用
す
る
際
の
指
針
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
解
釈
・

判
断
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
国
際
人
権
基
準
を
援
用
す
る
こ
と
を
い

(

お

)

(

お

)

う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

国
際
人
権
丈
書
の
間
接
適
用
は
、
「
当
該
行
為
と
国
際
人
権
基
準
と
の

両
立
性
を
直
接
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
内
法
の
解
釈
、
適

用
に
国
際
人
権
法
の
内
容
を
反
映
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
や
や
迂
回
し
た

(
幻
)

方
法
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
、
以
下
の
よ
う
な
利
点
が
指
摘
さ
れ

(
お
)

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
条
約
の
直
接
適
用
に
比
べ
れ
ば
、
国
内
裁
判

所
に
と
っ
て
比
較
的
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
条

約
の
国
内
的
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
国
で
も
、
囲
内
裁
判
所
に
お
い

て
国
際
人
権
基
準
に
依
拠
し
う
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
第
三
に
、
国
際
人

(
明
日
)

権
文
書
の
法
的
性
格
、
換
言
す
れ
ば
法
的
拘
束
力
の
有
無
が
、
そ
れ
ほ
ど

問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
自
国
が
締
結
し
て
い
な
い
条
約
、

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
締
約
固
と
な
り
え
な
い
よ
う
な
条
約
で
も
援
用
し
う

る
こ
と
、
第
四
に
、
条
約
規
定
の
直
接
適
用
可
能
性
な
い
し
は
印
町
民

42

m
2
5】
間
性
と
い
っ
た
問
題
を
回
避
で
き
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

国
際
人
権
文
書
の
間
接
適
用
は
、
二
つ
の
効
果
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
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第
一
に
、
「
囲
内
法
の
規
定
が
あ
い
ま
い
で
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
な
と

き
に
、
そ
の
解
釈
基
準
と
な
り
、
国
際
人
権
法
に
合
致
す
る
方
の
解
釈
を

(
鈎
)

選
択
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
も
っ
」
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
「
国
際
人
権
法

(
幻
)

は
、
国
内
法
の
一
般
概
念
の
内
容
を
示
す
と
い
う
効
果
を
も
っ
」
の
で
あ

る。山
諸
外
国
の
例

制
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
八

0
年
代
に
、
い
わ
ゆ
る
国
際
人
権
訴
訟
が
隆

盛
を
見
た
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
は
、
国
際
人
権
規
約
す
ら
批
准
し
て
お
ら

ず
、
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
基
準
の
直
接
適
用
を
期
待
し
が
た

い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
際
人
権
文
書
を
国
内
法
の
解
釈
基
準
と

し
て
用
い
る
方
法
が
提
唱
さ
れ
、
国
際
人
権
法
学
も
大
い
に
発
展
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九

0
年
代
に
入
り
、
そ
の
傾
向
に
は
陰
り
が
見

(
辺
)

ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

川
イ
ギ
リ
ス

「
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
条
約
は
国
内
的
効
力
は
も
た
な
い
が
、
そ
れ
が
国

(
お
)

内
法
の
解
釈
基
準
と
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
寸
実

際
に
、
貴
族
院
を
含
め
か
な
り
の
裁
判
所
が
、
国
内
法
の
解
釈
に
あ
た
っ

(

山

崎

)

(

お

)

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
言
及
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

制
カ
ナ
ダ

北法46(3・208)642

カ
ナ
ダ
も
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
、
条
約
の
囲
内
的
効
力
を
認
め
て
い

な
い
が
、
裁
判
所
は
、
「
一
九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
『
カ
ナ
ダ
人
権
憲
章
』

(
お
)

の
解
釈
の
た
め
に
、
国
際
人
権
法
を
実
に
積
極
的
に
参
照
し
て
い
る
」
と

(
幻
)

さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
カ
ナ
ダ
は
、
欧
州
審
議
会
の
加
盟
国
で
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
欧
州
人
権
条
約
の
締
約
国
に
は
な
り
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

欧
州
人
権
条
約
、
な
ら
び
に
、
欧
州
人
権
委
員
会
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判

所
の
判
断
が
、
積
極
的
に
参
照
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
欧
州
人
権
条
約
の
締
約
国
と
は
な
り
え
な
い
カ
ナ
ダ
に

お
い
て
欧
州
人
権
条
約
が
間
接
適
用
さ
れ
て
い
る
一
因
と
し
て
、
一
九
八

二
年
の
カ
ナ
ダ
人
権
憲
章
の
成
立
に
際
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
影
響
を

(
お
)

受
け
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

同
日
本
の
裁
判
例

従
来
の
裁
判
例
の
中
で
、
国
際
人
権
文
書
を
間
接
適
用
し
て
原
告
に
有

利
な
結
果
を
導
い
た
も
の
と
し
て
指
摘
さ
し
認
の
は
、
い
わ
ゆ
る
在
日
韓

国
人
国
民
年
金
誤
用
訴
訟
に
お
け
る
東
京
高
裁
昭
和
五
八
年
一

O
月
二

O

日
件
以
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
「
国
籍
要
件
を
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
つ
き
維

持
・
貫
徹
す
る
こ
と
」
が
「
や
む
を
得
な
い
公
益
上
の
必
要
に
は
当
ら
な

い
」
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
「
昭
和
五
四
年
以
来
我
が
国
は
国
際



国法体系における条約の適用(1)

人
権
規
約

(
A
規
約
)
九
条
に
よ
り
外
国
人
に
対
し
て
も
社
会
保
障
政
策

を
推
進
す
べ
き
責
任
を
負
っ
て
」
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

{
H
U
)
 

ま
た
、
最
高
裁
大
法
廷
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
八
日
判
決
も
、
結
論
と

し
て
は
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
が
、
国
際
文
書
の
間
接
適
用
の
例
と
さ
れ

(
必
)

る
。
本
判
決
は
、
「
法
の
下
に
お
け
る
平
等
の
原
則
は
、
近
代
民
主
主
義

諸
国
の
憲
法
に
お
け
る
基
礎
的
な
政
治
原
理
の
一
と
し
て
ひ
ろ
く
承
認
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
既
に
わ
が
国
も
加
入
し
た
国
際
連
合
が
一
九
四
八
年
の

第
三
回
総
会
に
お
い
て
採
択
し
た
世
界
人
権
宣
言
の
七
条
に
お
い
て
も
、

『
す
べ
て
人
は
法
の
前
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
、
ま
た
、
い
か
な
る
差
別

も
な
し
に
法
の
平
等
な
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る

0

・
・
・
・
・
・
L

と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
鑑
み
れ
ば
、
わ
が
憲
法
一
四
条
の
趣
旨
は
、
特

段
の
事
情
の
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
外
国
人
に
対
し
て
も
類
推
さ
る
べ
き

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
森
川
キ
ャ
サ
リ

l
ン
事
件
に
お
け
る
東
京
地
裁
昭

和
六
一
年
三
月
二
六
日
判
お
は
、
原
告
の
主
張
を
退
け
た
が
、
「
原
告
の

主
張
は
、
憲
法
を
自
由
権
規
約
に
合
致
す
る
よ
う
解
釈
す
る
こ
と
を
具
体

(

川

制

)

的
に
求
め
た
典
型
的
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
」
て
い
る
。

間
接
適
用
の
問
題
点

し
か
し
、
国
際
文
書
の
間
接
適
用
の
例
と
し
て
一
不
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
等
の
国
々
は
、
そ
も
そ
も
国
内
裁
判
所
に

お
け
る
直
接
適
用
が
不
可
能
で
あ
る
国
際
文
書
の
活
用
方
法
と
し
て
間
接

適
用
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
そ
も
そ
も

国
際
人
権
条
約
の
締
結
に
消
極
的
で
あ
り
、
ま
た
締
結
し
て
も
路
氏

'Z-

R
E
5問

q
g
q
の
理
論
に
よ
っ
て
囲
内
裁
判
所
に
お
け
る
直
接
適
用
を

認
め
な
い
傾
向
に
あ
る
の
で
、
国
内
で
そ
れ
を
援
用
す
る
に
は
間
接
適
用

と
い
う
方
法
に
な
る
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
未
批
准
の
条
約
と

と
も
に
、
そ
も
そ
も
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
文
書
を
も
同
様
の
手

法
で
間
接
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
カ
ナ
ダ

で
は
、
条
約
の
国
内
的
効
力
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
囲
内
裁
判
所
で
国

際
人
権
文
書
に
依
拠
す
る
に
は
、
間
接
適
用
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
国
際
人
権
規
約
を
含
む
「
日

本
国
が
締
結
し
た
条
約
」
、
す
な
わ
ち
国
法
の
一
形
式
と
し
て
国
内
的
効

力
を
有
し
て
い
る
条
約
の
適
用
が
第
一
の
問
題
で
あ
り
、
上
で
例
示
さ
れ

た
国
々
と
は
、
状
況
が
本
質
的
に
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
こ

こ
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
国
際
人
権
文
書
の
間
接
適
用
の
手
法
に
よ
れ
ば
、

法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
宣
-
一
一
け
や
決
議
、
さ
ら
に
は
未
批
准
の
条
約
を
参

照
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
印
主
・
2
2
E
E四
一
性
等
、
困

難
な
技
術
的
論
点
と
さ
れ
る
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
際
に
、
既
に
締
結
さ
れ
、
囲
内
的
効
力
が
認
め
ら

北法46(3・209)643 
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れ
て
い
る
条
約
と
、
未
批
准
の
条
約
、
お
よ
び
そ
の
他
の
法
的
拘
束
力
を

有
し
な
い
国
際
文
書
と
が
、
国
法
体
系
に
お
け
る
そ
の
実
際
上
の
効
果
に

お
い
て
相
対
化
さ
れ
る
恐
れ
が
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。

し
か
も
、
国
際
人
権
文
書
の
間
接
適
用
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
上
述
の

諸
国
の
事
例
が
示
さ
れ
る
の
み
で
、
な
ぜ
、
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お

け
る
地
位
に
お
い
て
優
位
す
る
憲
法
に
対
し
て
、
条
約
を
解
釈
基
準
と
す

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
う
る
の
か
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
条
約
優
位
説
を
採
ら
な
い
限
り
、
国
法
秩
序

の
統
一
性
確
保
の
要
請
か
ら
は
、
逆
に
条
約
の
憲
法
適
合
的
解
釈
が
導
き

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
う
る
。
憲
法
適
合
的
解
釈
と
同
様
に
説
明
さ
れ
う

る
の
は
、
法
律
お
よ
び
命
令
の
条
約
適
合
的
解
釈
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
間
接
適
用
と
い
う
考
え
方
は
、
憲
法
の
私
人
間
効
力
の
問
題
に
お

け
る
間
接
効
力
説
を
佑
御
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
間
接
効
力
説
と
て
、

国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
憲
法
の
優
位
性
を
前
提
と
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
過
去
の
事
例
の
存
在
を
指
摘
し
、
あ
る
い
は
条
約
に
よ
る

国
際
的
義
務
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
だ
け
で
は
、
国
内

裁
判
所
が
常
に
憲
法
の
条
約
適
合
的
解
釈
を
行
う
法
的
義
務
を
有
す
る
こ

と
を
理
由
づ
け
る
に
十
分
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

第

款

裁
判
例
の
現
状

北法46(3・210)644

従
来
の
裁
判
例

国
際
人
権
条
約
に
関
す
る
裁
判
例
を
見
る
と
、
典
型
的
な
も
の
で
は
、

(
M
M
)
 

例
え
ば
、
東
京
地
裁
昭
和
五
九
年
八
月
二
九
日
判
決
が
、
「
憲
法
一
四
条

に
反
す
る
も
の
で
な
い
以
上
、
国
際
人
権
規
約
B
規
約
二
六
条
に
抵
触
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
判
示
し
て
お
り
、
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
法
廷
メ
モ
訴
訟
の
二
審
判
決
で
あ
る
東
京
高
裁
昭
和
六
二
年
一

(
必
)

一
一
月
二
五
日
判
決
は
、
「
こ
の
規
定
〔
H
自
由
権
規
約
一
九
条
〕
は
、
表

現
の
自
由
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
二
一
条
で
保
障
さ
れ
て
い

る
、
表
現
の
自
由
以
上
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(
幻
)

と
し
て
い
る
。

最
高
裁
判
所
へ
の
上
訴
に
関
す
る
問
題

ま
た
、
現
行
法
上
、
国
際
人
権
条
約
違
反
を
理
由
と
す
る
訴
訟
が
直
面

す
る
難
点
の
一
つ
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
へ
の
上
訴
の
制
限
の
問
題
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
条
約
違
反
を
理
由
と
す
る
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
上
告
、

お
よ
び
特
別
上
訴
(
刑
事
訴
訟
法
上
の
特
別
抗
告
、
な
ら
び
に
民
事
訴
訟

法
上
の
特
別
上
告
お
よ
び
特
別
抗
告
)
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

刑
事
訴
訟
法
四

O
五
条
お
よ
び
四
三
三
条
に
よ
れ
ば
、
上
告
お
よ
び
特
別



抗
告
の
理
由
は
、
憲
法
の
違
反
が
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
憲
法
の
解
釈
に

誤
り
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
判
例
に
反
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
民
事
訴
訟
法
四

O
九
条
の
二
お
よ
び
四
一
九
条
の
二
に
よ
れ
ば
、
特

別
上
告
お
よ
び
特
別
抗
告
の
理
由
は
、
憲
法
解
釈
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
憲
法
違
背
が
あ
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
高
裁
第
一
小

法
廷
は
、
最
高
裁
判
所
が
初
め
て
国
際
人
権
規
約
に
つ
い
て
判
断
を
一
不
し

(
必
)

た
も
の
と
さ
れ
る
昭
和
五
六
年
一

O
月
一
一
一
一
日
判
決
、
い
わ
ゆ
る
高
松
簡

易
保
険
局
事
件
判
決
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
お
よ
び
人
事
院
規
則
の

規
定
が
自
由
権
規
約
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
、
「
同
法
〔
H

刑
訴
法
〕
四

O
五
条
各
号
の
上
告
理
由
に
あ
た
ら
ず
」
と
し
て
退
け
て
い

(ω) 
る。

国法体系における条約の適用(1)

解
釈
基
準
と
し
て
の
援
用

お
よ
び
憲
法
九
八
条
二
項
を
通
じ
て
の
援
用

(
同
)

以
上
の
よ
う
な
国
際
人
権
条
約
に
「
き
わ
め
て
冷
淡
」
な
裁
判
例
と
国

際
文
書
の
間
接
適
用
の
例
と
さ
れ
る
裁
判
例
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
、

本
稿
は
、
以
下
の
よ
う
な
裁
判
例
の
存
在
に
注
目
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
三

つ
の
類
型
に
整
理
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
判
断
に
際
し
て
、
国
際
法
上
の
拘
束
力
を
有
し
な
い
国

際
人
権
文
書
を
参
照
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
例
は
、
先
に
国
際
人

権
文
書
の
間
接
適
用
の
事
例
と
し
て
も
引
用
さ
れ
た
、
最
高
裁
大
法
廷
昭

和
三
一
九
年
一
一
月
一
八
日
判
以
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、

「
近
代
民
主
主
義
諸
国
の
憲
法
に
お
け
る
基
礎
的
な
政
治
原
理
」
と
並
ん

で
「
世
界
人
権
宣
言
」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に

倣
う
も
の
と
し
て
は
、
東
京
地
裁
の
昭
和
五
七
年
九
月
一
一
一
一
日
の
二
件
の

削
除
以
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
憲
法
一
四
条
の
規
定
す
る
法
の
下

に
お
け
る
平
等
の
原
則
は
、
近
代
民
主
主
義
諸
国
の
憲
法
に
お
け
る
基
礎

的
な
政
治
原
理
の
一
と
し
て
広
く
承
認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
世
界
人
権

宣
言
七
条
の
規
定
に
鑑
み
る
と
、
憲
法
一
四
条
の
趣
旨
は
、
特
段
の
事
情

の
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
外
国
人
に
対
し
て
も
類
推
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

解
さ
れ
る
」
と
し
、
結
論
的
に
は
、
世
界
人
権
宣
言
と
の
抵
触
に
つ
い
て

直
接
判
一
不
す
る
こ
と
な
く
、
「
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」

(
日
)

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
高
裁
平
成
田
年
五
月
一
一
七
日
判
決

は、

1

憲
法
三
七
条
三
項
の
定
め
る
弁
護
人
依
頼
権
を
実
質
的
に
保
障
す

る
た
め
に
は
、

B
規
約
一
四
条
三
項
川
、
川
の
規
定
す
る
よ
う
な
権
利
を

保
障
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
、
と
し
て
憲
法

と
と
も
に
自
由
権
規
約
を
適
用
す
る
一
方
、
「
所
論
が
指
摘
し
援
用
す
る

(
日
)

被
告
人
な
い
し
被
拘
禁
者
の
人
権
に
関
す
る
各
種
国
際
規
約
類
等
に
照
ら

し
て
考
祭
し
で
も
、
別
段
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
し
た
。

(
日
)

こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
横
浜
地
裁
昭
和
五
九
年
六
月
一
四
日
判
決

北法46(3・211)645 
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は
、
「
憲
法
一
四
条
の
規
定
す
る
法
の
下
に
お
け
る
平
等
の
原
則
は
、
近

代
民
主
主
義
諸
国
の
憲
法
に
お
け
る
基
本
原
理
の
一
つ
と
し
て
ひ
ろ
く
承

認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
わ
が
国
が
批
准
し
た
国
際
人
権
規
約
B
規
約
二

六
条
及
び
世
界
人
権
宣
言
七
条
に
も
同
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み

る
と
、
憲
法
一
四
条
の
規
定
の
趣
旨
は
、
特
段
の
事
情
の
認
め
ら
れ
な
い

限
り
、
外
国
人
に
対
し
て
も
類
推
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
が
」
、
「
国
際
人
権
規
約
B
規
約
二
六
条
、
二
条
一
項
の
法
の
下
の

平
等
原
則
も
、
ほ
ぽ
右
憲
法
一
四
条
と
同
旨
の
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
と

解
さ
れ
、
右
憲
法
に
関
し
て
説
示
し
た
判
断
が
妥
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ

る
」
と
し
、
ま
た
、
福
問
地
裁
小
倉
支
部
昭
和
六

O
年
八
月
二
三
日
誌

は
、
「
法
の
下
に
お
け
る
平
等
の
原
則
は
、
近
代
民
主
主
義
諸
国
の
憲
法

に
お
け
る
基
本
的
な
原
理
の
一
つ
と
し
て
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
て
お
り
、
国

際
人
権
規
約
B
規
約
二
六
条
及
び
世
界
人
権
宣
言
七
条
に
も
同
趣
旨
の
規

定
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
憲
法
一
四
条
の
規
定
の
趣
旨
は
、
特
段
の

事
情
の
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
外
国
人
に
対
し
て
も
類
推
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
、
も
し
、
在
留
外
国
人
が
、
合
理
的
理

由
な
く
差
別
的
な
取
扱
い
を
受
け
た
と
き
は
憲
法
一
四
条
及
び
国
際
人
権

規
約
B
規
約
二
六
条
に
違
反
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
上
述
の

昭
和
三
九
年
の
最
高
裁
判
決
に
対
し
、
国
際
人
権
規
約
批
准
後
の
判
断
と

し
て
、
自
由
権
規
約
に
も
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
判
決
と
も
、
最
終

的
に
は
自
由
権
規
約
違
反
の
有
無
を
明
示
的
に
判
断
し
て
い
る
が
、

論
の
部
分
で
、
「
近
代
民
主
主
義
諸
国
の
憲
法
」
お
よ
び
国
際
法
上
の
拘

束
力
を
有
し
な
い
「
世
界
人
権
宣
言
」
と
、
「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
」

(
憲
法
九
八
条
ご
項
)
と
し
て
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
自
由
権
規
約
と
を

並
列
に
扱
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
問
題
な
し
と
し
な
い
。

第
二
の
類
型
と
し
て
、
「
日
本
国
が
締
結
し
た
」
国
際
人
権
条
約
を
、

憲
法
の
解
釈
基
準
と
し
て
用
い
る
裁
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
先

に
国
際
人
権
文
書
の
間
接
適
用
に
関
し
て
も
引
用
さ
れ
た
、
東
京
地
裁
昭

(
貯
)

和
六
一
年
三
月
二
六
日
判
決
は
、
「
我
が
国
が
批
准
し
た
国
際
人
権
規
約

B
規
約
一
二
条
四
項
の
規
定
を
も
っ
て
、
我
が
国
の
憲
法
解
釈
上
外
国
人

の
再
入
国
の
自
由
を
認
め
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
。

(
日
)

ま
た
、
大
阪
高
裁
昭
和
六
三
年
四
月
一
九
日
判
決
は
、
「
法
の
下
の
平
等

を
規
定
す
る
憲
法
一
四
条
に
関
し
て
も
全
く
同
様
で
あ
っ
て
、
我
が
国
も 時主

北法46(3・212)646

批
准
し
て
い
る
所
論
国
際
人
権
規
約
に
お
け
る
内
外
人
平
等
の
原
則
の
趣

旨
に
か
ん
が
み
、
特
に
慎
重
な
配
慮
を
要
す
る
」
と
し
た
上
で
、
「
市
民

的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
二
六
条
等
の
趣
旨
を
十
分
考
慮

に
容
れ
て
も
、
所
論
の
い
う
憲
法
一
四
条
違
反
の
問
題
を
生
じ
な
い
」
と

し
た
。

(
問
)

こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
高
裁
平
成
五
年
六
月
一
一
一
一
一
日
決
定
は
、
「
『
市
民

的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
』
二
四
条
一
項
の
規
定
の
精
神



国法体系における条約の適用(1)

及
び
我
が
国
に
お
い
て
未
だ
批
准
し
て
い
な
い
も
の
の
、
近
々
批
准
す
る

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
『
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
L

二
条
二
項
の

精
神
等
に
鑑
み
れ
ば
」
、
」
思
法
一
四
条
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
判

示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
拘
束
力
を
有
す
る
既
批
准
の
条
約
と
、
未
批

准
の
条
約
と
が
、
し
か
も
そ
の
「
精
神
」
に
鑑
み
る
と
い
う
形
で
並
列
に

扱
わ
れ
て
い
る
点
に
疑
問
が
残
る
。

最
後
に
、
第
三
一
の
類
型
と
し
て
、
憲
法
九
八
条
二
項
を
通
じ
て
条
約
を

援
用
す
る
裁
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
類
型
に
属
す
る
裁
判
例
は
数
多

(

ω

)

(

臼
)

い
が
、
例
え
ば
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
五
年
三
一
月
一
一
日
判
決
は
、

(
位
)

「
国
公
法
九
八
条
二
項
が
右
各
条
約
に
抵
触
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

右
抵
触
を
前
提
と
す
る
所
論
憲
法
九
八
条
一
一
項
違
反
の
主
張
は
、
失
当
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。
東
京
地
裁
昭
和
一
一
一
八
年
四
月
一
九
日
札
棋
は
、

「
我
が
国
は

I
L
O
に
加
盟
し
て
お
り
、
か
っ

I
L
O
第
九
八
号
条
約
を

批
准
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
国
内
法
令
が
同
条
約
に
抵
触
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
法
令
は
憲
法
第
九
八
条
第
一
一
項
に
違
反
す
る
と
い
わ
な

(
臼
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
大
阪
地
裁
昭
和
六
一
年
七
月
一
八
日
決
{
疋

{
出
山
)

は
、
「
こ
れ
ら
各
国
際
法
規
違
反
に
よ
る
憲
法
九
八
条
二
項
違
反
の
主
張

は
理
由
が
な
い
」
と
し
た
。
ま
た
、
札
幌
地
裁
平
成
一
一
年
二
一
月
一
一
六
日

(

白

山

)

(

釘

)

判
決
は
、
「
地
方
公
務
員
法
三
七
条
一
項
が
右
条
約
に
違
反
し
、
そ
の
結
果
、

条
約
遵
守
義
務
を
規
定
し
た
憲
法
九
八
条
二
項
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
未
批
准
の
条
約
ゃ
、
そ
も
そ
も

国
際
法
上
の
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
文
書
が
、
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法

規
」
で
あ
る
と
の
主
張
の
下
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
存
在
す

(
関
)

る。
以
上
の
よ
う
な
三
類
型
を
、
裁
判
所
が
意
識
的
に
用
い
て
い
る
と
す
る

こ
と
に
は
、
疑
問
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
判
断
の
枠
組
は
、
当
事

者
の
主
張
の
在
り
方
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
従
来
の
裁
判
例
に
お
い

て
、
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
人
権
文
書
が
参
照
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、

国
際
人
権
条
約
が
憲
法
規
定
の
解
釈
基
準
と
し
て
援
用
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
、
ま
た
、
憲
法
九
八
条
二
項
を
通
じ
て
国
際
人
権
条
約
が
援
用
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
裁
判
例
の
存
在
を
背
景
と
し
て
、
憲

法
の
条
約
適
合
的
解
釈
の
法
的
理
由
づ
け
に
関
す
る
問
題
、
お
よ
び
現
在

は
制
限
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
最
高
裁
判
所
へ
の
条
約
違
反
を
理
由
と
す

る
上
訴
の
可
能
性
に
関
す
る
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
検
討
を
進
め
る

こ
と
と
す
る
。
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註

(
1
)
本
稿
に
お
い
て
は
、
条
約
と
は
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
条
約
を
い

う
も
の
と
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
行
政
協
定
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の

主
た
る
関
心
の
対
象
で
は
な
い
。

(
2
)
本
稿
に
お
い
て
は
、
国
際
人
権
条
約
と
は
、
人
権
保
護
に
関
わ

る
条
約
一
般
を
い
う
も
の
と
す
る
。
国
際
人
権
規
約
も
、
本
稿
に

い
う
国
際
人
権
条
約
の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
市
民

的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
(
い
わ
ゆ
る
B
規
約
)

を
自
由
権
規
約
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る

国
際
規
約
(
い
わ
ゆ
る

A
規
約
)
を
社
会
権
規
約
と
称
す
る
こ
と

が
あ
る
。

(
3
)
橋
本
公
百
一
「
条
約
の
国
内
法
的
効
力
」
ジ
ュ
リ
三

O
O
号
(
一

九
六
四
年
)
六
七
頁
。
ま
た
、
憲
法
優
位
説
の
台
頭
に
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
日
米
安
保
条
約
と
の
関
連
を
特
に
指
摘
す
る
見
解
も
存

す
る
。
例
え
ば
、
芦
部
信
喜
H

小
嶋
和
司
H

田
口
精
一
「
憲
法
の

基
礎
知
識
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
六
年
)
二
四
頁
〔
芦
部
執
筆
〕
、
上

野
裕
久
「
第
九
八
条
憲
法
の
最
高
法
規
性
、
条
約
お
よ
び
国
際

法
規
の
遵
守
」
有
倉
遼
吉
H

小
林
孝
輔
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
憲
法
』
〔
第
三
版
〕
(
一
九
八
六
年
)
一
ニ
二
九
頁
、
中
村
睦
男
「
現

代
国
際
社
会
と
条
約
の
囲
内
法
的
効
力
」
佐
藤
幸
治
H

中
村
陸
男

H
野
中
俊
彦
『
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
四

年
)
三
二
五
頁
、
一
戸
波
江
二
「
条
約
の
修
正
」
法
セ
四
七
一
口
す
(
一

九
九
四
年
)
七
四
頁
。

(
4
)
江
橋
崇
「
日
本
の
裁
判
所
と
人
権
条
約
」
国
際
人
権
二
号
(
一

九
九
一
年
)
一
一
一
一
頁
。
こ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
例
え
ば
、

横
田
耕
一
「
人
権
の
国
際
的
保
障
と
国
際
人
権
の
圏
内
的
保
障
」

ジ
斗
リ
一

O
二
二
号
(
一
九
九
三
年
)
三
二
頁
註
四
、
同
「
『
国
際

人
権
』
と
日
本
国
憲
法
ー
ー
ー
国
際
人
権
法
学
と
憲
法
学
の
架
橋

|
|
」
国
際
人
権
五
号
(
一
九
九
四
年
)
七
頁
、
戸
波
・
前
掲
論

文
(
註
3
)
七
四
頁
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
〔
第
三
版
〕
(
青
林
書
院
・

一
九
九
五
年
)
三
九
五
l
三
九
六
頁
註
一
等
。

(
5
)
二
国
間
条
約
と
多
国
間
条
約
と
の
相
違
を
強
調
し
、
両
者
を
条

約
と
し
て
一
律
に
論
ず
る
べ
き
で
は
な
く
、
後
者
に
つ
い
て
は
特

別
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
例

え
ば
、
伊
藤
正
己
『
憲
法
入
門
』
〔
第
三
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
九

一
一
一
年
)
二
五
六
頁
(
「
国
際
人
権
規
約
の
よ
う
な
普
遍
性
を
も
っ
多

国
間
の
条
約
は
、
囲
内
法
と
し
て
も
憲
法
に
ほ
ぽ
ひ
と
し
い
効
力

を
も
っ
」
と
す
る
)
、
芹
浮
斉
「
憲
法
と
条
約
」
法
教
一
七
三
号
(
一

九
九
五
年
)
七
八
i
七
九
頁
等
。

(
6
)
伊
藤
正
己
「
国
際
人
権
法
と
裁
判
所
」
国
際
人
権
一
号
(
一
九

九
O
年
)
九
!
一

O
頁
、
横
田
・
前
掲
「
人
権
の
国
際
的
保
障
と

国
際
人
権
の
国
内
的
保
障
」
(
註
4
)
二
八
頁
、
同
「
人
権
の
国
際

的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
問
題
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
人
権
理
論

の
新
展
開
』
(
敬
文
堂
・
一
九
九
四
年
)
一
ム
ハ
六
l
一
六
人
頁
等
。

(
7
)
以
下
本
稿
で
は
「
欧
州
人
権
条
約
」
と
表
記
す
る
。
な
お
、
名
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国法体系における条約の適用(1)

称
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
二
節
註
臼
(
二
三
七
頁
)
参
照
。

(
8
)
本
稿
に
お
い
て
「
国
法
」
の
語
を
用
い
る
場
合
、
そ
れ
は
、
「
特

定
の
国
家
の
法
の
総
称
」
(
竹
内
昭
夫
H
松
尾
治
也
H
塩
野
宏
編
集

代
表
『
新
法
律
学
辞
典
』
〔
第
三
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
八
九
年
)

四
八
七
頁
)
の
意
味
で
あ
る
。
な
お
、
専
ら
圏
内
で
制
定
さ
れ
た
(
国

際
法
に
起
源
を
有
し
な
い
)
国
法
形
式
を
総
称
す
る
場
合
に
は
、

「
国
内
法
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

(
9
)
伊
藤
・
前
掲
書
(
註
5
)

一一一一頁。

(
叩
)
佐
藤
(
幸
)
・
前
掲
書
(
註
4
)
三
九
五
頁
。

(
日
)
伊
藤
正
己
『
憲
法
』
〔
新
版
〕
(
弘
文
堂
・
一
九
九

O
年
)
一
八

六
頁
。

(
ロ
)
樋
口
陽
一
『
憲
法
』
(
創
文
社
・
一
九
九
二
年
)
一

O
O頁。

(
日
)
伊
藤
・
前
掲
論
文
(
註
6
)

一
一
頁
。

(
H
)
佐
藤
(
幸
)
・
前
掲
書
(
註
4
)
一
二
六
一
頁
。

(
日
)
芦
部
信
喜
『
憲
法
学

H

人
権
総
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
四
年
)

四
O
頁。

(
凶
)
芦
部
信
喜
「
人
権
の
普
遍
性
と
憲
法
」
法
セ
四
三
七
号
(
一
九

九
一
年
)
二
九
頁
〔
同
『
憲
法
叢
説

2
人
権
と
統
治
』
(
信
山
社
・

一
九
九
五
年
)
一
一
一
頁
以
下
所
収
〕
。

(
げ
)
野
中
俊
彦
H
浦
部
法
穂
『
憲
法
の
解
釈

I
L
(三
省
堂
・
一
九
八

九
年
)
三

O
四
頁
〔
野
中
執
筆
〕
。

(
日
)
横
田
・
前
掲
「
人
権
の
国
際
的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
問
題
」
(
註

6
)
一
六
六

Z

貝。

(
叩
)
こ
れ
に
対
し
て
、
「
日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
内
容
や
解
釈
が
、
国

際
人
権
条
約
の
動
向
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
あ
る
法
令
や
行
政
措
置
が
、

国
際
人
権
条
約
に
違
反
す
る
が
、
憲
法
に
は
違
反
し
な
い
、
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
少
し
も
お
か
し
く
な
い
の
で
あ
る
」
、
あ
る

い
は
「
条
約
は
条
約
で
あ
り
、
憲
法
は
憲
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

条
約
に
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
憲

法
の
条
文
を
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
い
、
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(
内
野
正
幸
『
人
権
の
オ
モ
テ

と
ウ
ラ
不
利
な
立
場
の
人
々
の
視
点
』
(
明
石
書
庖
・
一
九
九
二

年
)
三
人
、
一
二
一
一
頁
)
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
確
か
に
、
「
条

約
に
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
ら
」
と
い
う
だ
け
で
は
、

憲
法
の
条
約
適
合
的
解
釈
を
正
当
化
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
そ
の
定
義
は
、
例
え
ば
、
「
人
権
に
関
す
る
条
約
や
宣
言
、
そ
し

て
そ
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
か
ら
成
る

法
体
系
」
(
阿
部
浩
己
H

今
井
直
「
入
門
国
際
人
権
法
山
国
際
人

権
法
の
展
開
」
法
セ
四
五
四
号
(
一
九
九
二
年
)
六
六
頁
)
と
さ

れ
る
。

(
幻
)
横
田
・
前
掲
「
人
権
の
国
際
的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
問
題
」
(
註

6
)

一
五
九
頁
、
同
・
前
掲
「
『
国
際
人
権
』
と
日
本
国
憲
法
|
|

国
際
人
権
法
学
と
憲
法
学
の
架
橋
|
|
|
」
(
註
4
)
七
頁
。

(
詑
)
本
稿
で
は
、
締
約
国
を
拘
束
す
る
条
約
と
、
国
際
法
上
法
的
拘

束
力
を
有
し
な
い
宣
言
・
決
議
等
と
を
総
称
す
る
場
合
、
こ
れ
を
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「
国
際
文
書
」
と
い
い
、
そ
れ
が
人
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
「
国
際
人
権
文
書
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
そ

れ
ら
の
文
書
の
内
容
に
特
に
注
目
す
る
場
合
に
は
、
「
国
際
人
権
基

準
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。

(
お
)
深
津
栄
一
「
国
際
法
と
国
内
法
と
の
『
合
致
の
推
定
』
の
問
題
」

日
法
二
四
巻
一
号
(
一
九
五
八
年
)
四
八
頁
以
下
。

(
担
)
例
え
ば
、
深
津
栄
一
『
国
際
法
総
論
』
(
北
樹
出
版
・
一
九
八
四

年
)
一
二
三
ハ
頁
、
高
野
雄
一
『
全
訂
新
版
国
際
法
概
論
(
上
)
』

(
弘
文
堂
・
一
九
八
五
年
)
一

O
二
頁
、
杉
原
高
嶺
ほ
か
『
現
代
国

際
法
講
義
』
[
第
二
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
九
五
年
)
一
一
一
一
一
頁
〔
杉

原
執
筆
〕
、
広
部
和
也
「
国
際
法
の
国
内
的
適
用
」
寺
浮
一

H

山
本

草
二
日
広
部
和
也
編
『
標
準
国
際
法
』
〔
新
版
〕
(
青
林
書
院
・
一

九
九
三
年
)
七
二
頁
、
松
井
芳
郎
ほ
か
『
国
際
法
』
〔
新
版
〕
(
有

斐
閣
・
一
九
九
三
年
)
二
三
頁
〔
松
井
執
筆
〕
、
岩
沢
雄
司
「
ア
メ

リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開
(
ニ
・
完
)
」
国
際

八
七
巻
五
号
(
一
九
八
八
年
)
一
八
頁
等
。
し
か
も
、
単
に
国
際

法
と
囲
内
法
の
矛
盾
・
抵
触
を
回
避
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
こ
の

結
果
、
実
際
上
は
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
、
国
際
法
を
憲
法
に
優

位
さ
せ
た
に
等
し
い
取
扱
を
し
て
い
ま
す
」
(
広
部
和
也
「
国
際
法

の
実
現
|
|
国
際
法
規
範
は
圏
内
・
国
際
法
制
の
上
で
ど
の
よ
う

に
履
行
確
保
さ
れ
る
か
」
内
田
久
司
H
広
部
和
也
編
「
国
際
法
を

学
ぶ
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
七
年
)
七
一
頁
)
と
さ
れ
る
。

(
お
)
阿
部
浩
己
H

今
井
直
「
入
門
国
際
人
権
法
則
国
際
人
権
法
と

国
内
裁
判
」
法
セ
四
五
六
号
二
九
九
二
年
)
七
七
|
七
八
頁
。

(
お
)
問
筏
適
用
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
「
ア
メ
リ
カ
で
は
、
国
際
人

権
法
が
国
内
法
の
解
釈
基
準
と
な
る
こ
と
を
国
際
人
権
法
の
『
間

接
受
容
』
と
呼
ぶ
人
が
多
い
。
し
か
し
、
条
約
も
慣
習
国
際
法
も

す
で
に
囲
内
に
『
受
容
』
さ
れ
園
内
的
効
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る

か
ら
、
む
し
ろ
『
間
接
適
用
』
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
。
「
そ
う

考
え
て
筆
者
は
、
学
会
報
告
の
際
に
は
こ
れ
を
『
間
接
適
用
』
と

呼
ん
だ
。
し
か
し
、
立
法
者
が
国
際
法
の
内
容
を
国
内
立
法
に
書

き
換
え
て
そ
の
国
内
的
実
現
を
は
か
る
こ
と
(
「
国
内
的
実
施
」
)

と
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
を
感
じ
た
の
で
、
本
稿
で
は
、
多
少
長
い

が
『
国
内
法
の
解
釈
基
準
と
し
て
の
効
果
』
と
正
確
に
表
現
す
る

こ
と
と
し
た
」
(
岩
沢
・
前
掲
論
文
(
註
M
)
一
一
一
頁
註
こ
と
す

る
見
解
も
あ
る
。

(
幻
)
阿
部
H
今
井
・
前
掲
「
国
際
人
権
法
と
圏
内
裁
判
」
(
註
お
)
七

八
頁
。

(
お
)
同
・
右
論
文
七
八
頁
。

(
却
)
た
だ
し
、
「
圏
内
法
の
解
釈
基
準
と
し
て
の
権
威
は
お
の
ず
と
異

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
(
岩
沢
・
前
掲
論
文
(
註
担
)
二

O
頁
)
と

さ
れ
る
。

(
却
)
山
石
沢
・
前
掲
論
文
(
註
剖
)
一
八
l

一
九
頁
。

(
訂
)
同
・
右
論
文
一
九
頁
。

(
辺
)
阿
部
浩
己
H

今
井
直
「
入
門
国
際
人
権
法
凶
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開
と
そ
の
背
景
」
法
セ
四
五
七
号
(
一
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九
九
三
年
)
六
四
頁
。

(
お
)
山
石
沢
・
前
掲
論
文
(
註
M
)

(
斜
)
同
・
右
論
文
一
七
頁
。

(
お
)
な
お
判
例
に
つ
い
て
、
平
良
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
ヨ

l
ロ

ツ
パ
人
権
条
約
の
影
棚
脊
」
法
研
五
九
巻
二
号
二
九
八
六
年
)
二

三
|
二
七
頁
参
照
。

(
部
)
岩
沢
・
前
掲
論
文
(
註
担
)
一
七
頁
。
ま
た
、
阿
部
H

今
井
・

前
掲
「
国
際
人
権
法
と
国
内
裁
判
」
(
註
お
)
七
八
頁
。

(
幻
)
欧
州
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
一
章
第
二
節
第
一
款
一
(
二

三
O
頁
以
下
)
参
照
。

(

詔

)

民

主

言

ミ

切

。

著

書

き

室

戸

〈

D
-
r
m「『
m
n
y豆
島

問

白

『

同

三

百

円

巾

冨
巾
口
印
刷
円
}
戸
市
門
戸
門
町
内
}
】
伴
内
白
一
回
忌
白
』

g
g
u
〔
】
巾
「
〈
巾
「
『
白
山
田
巴
口
問
的
}
向
。

=rzE4

包
巾
『
口
口
問

|
!
1
0田
市
富
吉
田
口

F
E『
巾
円
宮
出
向
「
巾
ロ
ロ
主
円

F
r
2円
己

g
C『
E
ロ
品
。

岡
巾
回
市
門
N
巾
m
T

〉
D
H出
]
ニ
ー
ム
(
]
{
匂
∞
む
)
・

ω
m
v
H
(
品
。
印
)
-

(
却
)
例
え
ば
、
阿
部
H
今
井
・
前
掲
寸
国
際
人
権
法
と
国
内
裁
判
」
(
註

お
)
七
八
頁
、
岩
沢
・
前
掲
論
文
(
註
泊
)
二
五
頁
註
コ
一
五
。

(
刊
)
行
集
一
二
四
巻
一

O
号
一
七
七
七
頁
。

(
剖
)
刑
集
一
八
巻
九
号
五
七
九
頁
。

(
位
)
岩
沢
・
前
掲
論
文
(
註
出
)
二
五
頁
註
三
五
。

(
日
)
行
集
三
七
巻
三
号
四
五
九
頁
。

(
斜
)
阿
部
H
今
井
・
前
掲
「
国
際
人
権
法
と
囲
内
裁
判
」
(
註
お
)
七

人
官
具
。

(
伍
)
判
時
一

一
六
頁
。

一
二
五
号
九
六
頁
。

(
判
)
判
時
二
一
六
二
号
コ
一

O
頁。

(
U
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
硬
い
憲
法
優
位
説
の
遵
守
」
(
江
橋
・
前

掲
論
文
(
註
4
)
二
一
一
頁
)
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

伊
藤
・
前
掲
論
文
(
註
6
)

一
O
頁
、
横
田
・
前
掲
「
人
権
の
国

際
的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
問
題
」
(
註
6
)

一
六
六
|
一
六
八
頁
。

(
羽
)
刑
集
三
五
巻
七
号
六
九
六
頁
。

(
刊
)
た
だ
し
、
括
弧
書
き
で
、
「
な
お
、
国
家
公
務
員
法
、
人
事
院
規

則
の
前
記
罰
則
は
、
右
国
際
規
約
一
八
条
、
一
九
条
、
二
五
条
に

違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(
印
)
伊
藤
・
前
掲
論
文
(
註
6
)

一
O
頁。

(
日
)
刑
集
一
八
巻
九
号
五
七
九
頁
。

(
臼
)
行
集
三
コ
一
巻
九
号
一
八
一
四
頁
、
お
よ
び
行
集
三
三
巻
九
号
一

八
四
六
頁
。

(
臼
)
判
時
一
四
三
三
号
二
二
九
頁
。

(
日
)
自
由
権
規
約
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
、
判
一
不
を
見
る
限
り
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
判
示
に
い
う
「
一
九
八
八
年

一
一
一
月
九
日
の
国
連
第
四
三
回
総
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
『
あ

ら
ゆ
る
形
態
の
拘
禁
・
収
監
下
に
あ
る
す
べ
て
の
人
の
保
護
の
た

め
の
原
則
と
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

(
日
)
判
時
一
一
一
一
五
号
九
六
一
員
。

(
同
)
判
時
一
一
七
九
号
一
五
六
頁
。

(
訂
)
行
集
三
七
巻
三
号
四
五
九
頁
。
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(
日
)
判
時
一
一
一
一

O
一
号
八
五
頁
。

(
印
)
高
民
集
四
六
巻
二
号
四
三
頁
。

(
印
)
本
文
中
に
挙
げ
た
も
の
の
他
に
、
最
高
裁
判
所
で
は
、
大
法
廷

昭
和
四
四
年
四
月
二
日
判
決
・
刑
集
二
三
巻
五
号
三

O
五
頁
、
第

二
小
法
廷
昭
和
五
八
年
一
一
月
二
五
日
判
決
・
訟
月
三

O
巻
五
号

八
二
六
頁
、
第
一
小
法
廷
平
成
元
年
三
月
二
日
判
決
・
判
時
二
ニ

六
三
号
六
八
頁
、
第
一
小
法
廷
平
成
元
年
九
月
二
八
日
判
決
・
判

時
二
二
四
九
号
一
五
一
頁
、
高
等
裁
判
所
で
は
、
東
京
高
裁
昭
和

四
O
年
一
一
月
一
六
日
判
決
・
判
時
四
三
七
号
六
頁
、
東
京
高
裁

昭
和
六
一
年
八
月
一
四
日
決
定
・
労
判
四
八
一
号
二
七
頁
、
大
阪

高
裁
昭
和
六
二
年
三
月
二
二
日
決
定
・
訟
月
三
三
巻
九
号
二
三
五

八
頁
、
東
京
高
裁
昭
和
六
三
年
五
月
二
六
日
判
決
・
労
判
五
一
九

号
七
三
頁
、
仙
台
高
裁
平
成
二
年
三
月
三

O
日
判
決
・
労
判
五
七

九
号
五
二
頁
、
福
岡
高
裁
平
成
四
年
一
一
月
二
四
日
判
決
・
労
判

六
二

O
号
四
五
頁
、
地
方
裁
判
所
で
は
、
東
京
地
裁
昭
和
四
一
年

九
月
一

O
日
判
決
・
労
民
集
一
七
巻
五
号
一

O
四
二
頁
、
福
岡
地

裁
昭
和
六
三
年
一

O
月
五
日
判
決
・
訟
月
三
五
巻
四
号
七
O
O
頁、

東
京
地
裁
平
成
二
年
四
月
一
九
日
判
決
・
判
時
二
二
四
九
号
三
頁

等
が
あ
る
。

(
引
)
判
時
一
四
五
七
号
一
四
八
頁
。

(
臼
)
社
会
権
規
約
、

I
L
O
八
七
号
条
約
、
お
よ
び

I
L
O
九
八
号

条
約
を
指
す
。

(
臼
)
判
時
三
三
八
号
八
頁
。

(
臼
)
判
タ
六
二
三
号
八
一
一
員
。

(
臼
)
世
界
人
権
宣
言
、
自
由
権
規
約
、
お
よ
び
難
民
条
約
を
指
す
。

(
侃
)
労
判
五
七
八
号
四

O
頁。

(訂

)
I
L
O
八
七
号
条
約
を
指
す
。

(
同
)
例
え
ば
、
大
阪
高
裁
昭
和
五
四
年
一
一
月
七
日
判
決
・
行
集
三

O
巻
一
一
号
一
八
二
七
頁
、
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
四
月
一
八
日

判
決
・
判
時
三

O
四
号
四
頁
、
福
岡
地
裁
昭
和
三
七
年
二
一
月
二

一
日
判
決
・
下
刑
集
四
巻
一
一

H

一
一
一
号
一

O
九
四
頁
、
名
古
屋

地
裁
昭
和
四
四
年
五
月
一
五
日
決
定
・
訟
月
一
五
巻
九
三
七
頁
、

東
京
地
裁
昭
和
五
二
年
一

O
月
一
八
日
判
決
・
行
集
二
八
巻
一

O

号
一
一

O
二
頁
、
神
戸
地
裁
昭
和
五
四
年
六
月
二
八
日
判
決
・
訟

月
二
五
巻
一
一
号
二
八
一
九
頁
、
東
京
地
裁
昭
和
五
四
年
二
一
月

三
日
判
決
・
ジ
ュ
リ
七
四
三
号
昭
和
五
五
年
度
重
判
二
九
四
頁
、

大
阪
地
裁
昭
和
五
六
年
二
月
二
七
日
判
決
・
判
タ
四
五
三
号
一
四

一
頁
等
が
あ
る
。
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第

章

条
約
の
国
内
適
用
と
欧
州
人
権
条
約

第
一
節

条
約
の
囲
内
適
用

第
一
款

国
際
法
学
上
の
議
論

国法体系における条約の適用(1)

一
元
論
山
と
一
一
元
幹
一
酬

国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
元
論
と
二
元
論
と
い
う
国

際
法
学
上
の
議
論
は
、
条
約
の
囲
内
適
用
に
つ
い
て
何
ら
か
の
具
体
的
な

帰
結
を
導
き
う
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
本
稿
に
お
い
て
も
中
心
的
な

問
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
国
憲
法
の

下
で
の
憲
法
と
条
約
の
関
係
に
つ
い
て
、
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
今
日
な

お
決
着
の
つ
か
な
い
論
争
と
し
て
、
二
冗
論
と
一
一
元
論
の
対
立
に
触
れ
ら

(1) 

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
確
認
的
に
言
及
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
、
二
冗
論
と
二
元
論
と
い
う
議
論
な
い
し
は
用
語
法
に
つ
い

て
、
本
来
の
国
際
法
学
上
の
議
論
と
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
け
る
憲

法
学
に
よ
る
理
解
と
の
聞
に
、
相
違
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
国
際
法
学
上
の
一
元
論
と
二
元
論
と
い
う
議
論
は
、
本
来
、
総

体
と
し
て
の
国
際
法
秩
序
と
国
内
法
秩
序
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か

を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
お
よ
び
国
内
法
が
有
す

る
様
々
な
法
形
式
の
区
別
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

例
え
ば
、
国
法
形
式
と
し
て
の
愈
法
と
条
約
の
関
係
が
直
接
に
問
題
と
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

国
際
法
学
上
は
、
国
際
法
の
規
律
事
項
の
増
大
に
よ
っ
て
国
内
法
と
国

際
法
の
規
律
領
成
の
重
複
あ
る
い
は
交
錯
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
、
従
来
の
、
国
際
法
と
囲
内
法
は
相
互
に
独
立
の
法
秩
序
を
な
す
と
い

う
認
識
に
対
し
て
、
両
者
を
一
元
的
に
捉
え
る
理
解
が
登
場
す
る
背
景
と

(
2
)
 

し
て
指
摘
さ
れ
る
。
国
際
法
学
上
、
一
般
に
、
こ
の
国
際
法
と
圏
内
法
の

関
係
を
め
ぐ
る
諸
学
説
は
、
二
元
論
と
一
元
論
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
後

者
は
、
国
際
法
優
位
の
三
冗
論
と
国
内
法
優
位
の
二
冗
論
と
に
分
け
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
、
二
元
論
と
国
際
法
優
位
の
二
冗
論
と
の
聞
の
論
争
に
は
、

未
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
方
、
こ
の
点

に
関
し
て
、
国
際
法
学
上
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
一
口
に
一
元
論
あ
る
い
は
二
元
論
と
い
っ
て
も
、
そ
の
主
張

(
3
)
 

内
容
お
よ
び
恨
拠
は
様
々
で
あ
り
、
し
か
も
、
一
元
論
の
創
始
と
さ
れ
る

ケ
ル
ゼ
ン
と
一
三
ん
論
の
創
始
と
さ
れ
る
ト
リ

l
ペ
ル
の
問
で
も
、
そ
の
議

(
4
)
 

論
が
「
互
い
に
噛
み
合
わ
ず
平
行
線
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
。

北法46(3・219)653

第
二
に
、

一
元
論
も
二
元
論
も
、
「
そ
れ
ぞ
れ
実
際
の
妥
当
範
囲
に
は
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(
5
)
 

限
界
が
あ
り
、
国
際
・
国
家
実
行
に
必
ず
し
も
適
合
し
な
い
」
の
で
あ
っ

て
、
「
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
必
ず
し
も
現
実
の
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係

(
6
)
 

を
的
確
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
れ
ら

の
学
説
は
、
論
理
的
に
首
尾
一
貫
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
、
議
論

の
展
開
が
規
範
論
理
的
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
実
の
法
現
象
や

実
定
国
際
法
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
も
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
実
際
の
法
現
象

(7) 

を
矛
盾
な
く
全
体
的
に
説
明
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
、
あ
る
い
は
、

「
こ
れ
ら
の
諸
理
論
は
、
い
ず
れ
も
国
際
法
と
国
内
法
と
の
論
理
的
な
関

係
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
と
っ
て
両
者
の
実

(
8
)
 

定
法
上
の
関
係
を
正
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

一
元
論
と
二
元
論
と
の
論
争
は
、
「
し
ば
し
ば
政
治
的
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
主
義
主
張
に
結
び
つ
き
、
ま
た
法
の
本
質
、
国
際
法
の
法

(9)(
叩
)

的
性
質
と
い
っ
た
法
哲
学
的
諸
問
題
に
も
深
く
関
わ
る
」
こ
と
が
あ
る
と

さ
れ
る
。

第
三
に
、

第
四
に
、
「
今
日
で
は
、
国
内
法
と
国
際
法
が
内
容
的
に
抵
触
す
る
場

合
い
ず
れ
が
優
先
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
元
論
、

二
元
論
の
い
ず
れ
を
採
る
か
に
拘
ら
ず
、
国
際
面
と
国
内
面
を
分
け
て
論

(
日
)

ず
る
形
で
、
幅
広
い
見
解
の
一
致
が
存
在
」
し
て
お
り
、
「
実
定
法
上
の

両
者
の
効
力
関
係
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
国
際
法
レ
ベ

ル
の
関
係
と
、
各
国
の
国
内
法
レ
ベ
ル
の
関
係
に
区
別
し
て
考
え
な
け
れ

(ロ)

ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
恨
底
的
な
理
論
的
対
立
は
後
景一

(
日
)

に
退
い
て
」
お
り
、
「
結
局
、
実
際
的
諸
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
は
、
ぃ

(M) 

ず
れ
の
立
場
に
立
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
国
際
法
と
国
内
法
の
「
関
係
を
正
し
く
み
る
た
め

に
は
、
国
際
義
務
の
履
行
に
関
す
る
国
際
判
例
ゃ
、
条
約
の
受
容
に
関
す

(
日
)

る
憲
法
規
定
等
に
そ
く
し
て
、
こ
れ
を
実
証
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」

こ
と
、
あ
る
い
は
「
国
際
法
と
国
内
法
の
相
互
抵
触
に
つ
い
て
は
、
法
規

範
体
系
の
問
題
で
は
な
く
、
各
国
の
裁
判
所
そ
の
他
の
国
家
機
関
に
よ
る

実
行
を
重
視
す
べ
き
だ
、
と
い
う
考
え
が
、
学
説
上
も
有
力
に
な
っ
て
い

(
時
)

る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
原
理
的
対
立
に
容
易
に
出

口
が
見
出
さ
れ
な
い
以
上
、
実
際
面
に
議
論
を
集
中
す
る
傾
向
は
今
日
の

国
際
法
学
の
主
流
で
あ
り
」
、
「
論
争
の
歴
史
的
使
命
は
終
わ
っ
た
の
か
も

(

口

)

(

児

)

し
れ
な
い
」
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
点
に
鑑
み
る
と
、
条
約
の
国
内
的
効
力
あ
る
い
は
そ
の
実
効

性
確
保
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
、
憲
法
学
に
お
い
て
、
国
際
法
学
上
の

一
元
論
と
二
元
論
の
い
ず
れ
を
採
る
か
を
決
定
す
る
必
要
は
、
少
な
く
と

も
本
稿
の
考
察
の
た
め
に
は
、
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
際
し
て
の
憲
法
学
上
の
議
論
は
、
以
上

の
よ
う
な
国
際
法
学
上
の
議
論
と
は
内
容
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
指

北法46(3・220)654 



摘
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の

関
係
を
考
え
る
場
合
、
国
法
秩
序
に
お
け
る
憲
法
と
条
約
の
関
係
に
議
論

が
集
中
し
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
一
元
論
と
二
元
論
と
い
う
問
題
も
、

国
際
法
秩
序
と
囲
内
法
秩
序
と
の
聞
の
問
題
で
は
な
く
、
団
法
秩
序
に
お

け
る
憲
法
と
条
約
と
の
聞
の
問
題
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
議
論
の
在
り
方
も
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。

第
一
に
、
一
元
論
の
一
形
態
と
し
て
の
寸
国
際
法
優
位
説

(
H
国
際
法

優
位
の
二
冗
論
)
」
と
、
団
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
地
位
の
問
題

に
関
す
る
「
国
際
法
優
位
説

(
Y
条
約
優
位
説
)
」
と
が
同
義
の
も
の
と

(
ゆ
)

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

第
二
に
、

国法体系における条約の適用(1)

一
元
論
と
二
元
論
と
い
う
問
題
が
、
条
約
に
国
内
的
効
力
が

認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
条
約
に
国

内
的
効
力
を
認
め
る
国
は
三
元
論
的
」
あ
る
い
は
「
一
元
的
」
と
さ
れ
、

認
め
な
い
国
は
コ
一
元
論
的
」
あ
る
い
は
「
二
元
的
」
と
さ
れ
る
の
で
あ

(
却
)

る
。
本
来
、
国
際
法
学
上
の
議
論
は
、
慣
習
国
際
法
を
も
含
む
国
際
法
秩

序
と
園
内
法
秩
序
と
の
関
係
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
条
約
の
圏
内
的
効
力

(
幻
)

の
問
題
と
「
必
ず
し
も
直
接
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、

条
約
に
国
内
的
効
力
を
認
め
る
か
否
か
の
決
定
は
、
一
般
に
、
国
際
法
上

の
問
題
で
は
な
く
各
国
の
憲
法
体
系
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
一
元
論
的
」
あ
る
い
は
コ
一
元
論
的
」
と
い
う
表

現
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
条
約
に
国
法
体
系
に
お
け

る
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
の
問
題
は
、
寸
条
約
の
国
内
的
効
力
」

の
有
無
の
問
題
と
し
て
論
ず
れ
ば
足
り
、
敢
え
て
ご
元
的
」
あ
る
い
は

「
二
元
的
」
と
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

噂
的
巾
一
『
巾
同
市
内
巴
門
】
口
問
3

(
辺
)

条
約
の
お

-
Z
H
R
E
Z
性
の
問
題
も
、
一
元
論
と
二
元
論
の
議
論
と

と
も
に
、
条
約
の
囲
内
適
用
を
論
ず
る
際
に
問
題
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
も
、
本
稿
の
検
討
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
重
要
性
を
有
し
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

ョ路氏
1
2
2
5口
問
ョ
と
い
う
用
語
は
、
そ
の
概
念
も
決
定
基
準
も
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
く
、
「
実
は
?
田
町
民

2
2
E
E汽
:
:
:
と
い
う
用
語
ほ
ど
、

専
門
用
語
と
し
て
不
可
欠
だ
が
同
時
に
こ
れ
ほ
ど
混
乱
を
生
ん
で
い
る
法

(

お

)

(

弘

)

律
用
語
は
ほ
と
ん
ど
な
い
』
と
い
っ
て
よ
い
」
と
さ
れ
る
o

J
巳『

fzー

(

お

)

)

2
5口問

3

概
念
の
発
祥
の
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
①
「
印
主

2
2
5
5
m
な
条
約
」
と
は
、
「
何
ら
の
立
法
の
必
要
な
し
に
囲
内
で
効
力

(
お
)

を
も
っ
」
条
約
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
が
、
②
「
し

か
し
な
が
ら
、
湾
民

Z
R三
日
開
と
い
う
言
葉
の
通
常
の
(
そ
し
て
本
来
の
)

意
味
は
、
『
そ
れ
以
上
の
措
置
の
必
要
な
し
に
適
用
さ
れ
う
る
』
(
直
接
適

(
幻
)

用
可
能
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

北j去46(3・221)655 
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①
の
用
法
は
、
第
一
に
、
条
約
の
受
容
に
つ
い
て
の
憲
法
体
制
を
示
す

た
め
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
第
二
に
、
立
法
府
の
立
法
措
置
の
必

(
お
)

要
な
し
に
条
約
が
国
法
秩
序
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
国
に
お
い
て

は
、
特
定
の
条
約
が
、
具
体
的
な
実
施
の
た
め
の
立
法
措
置
を
要
す
る
か

否
か
の
問
題
と
な
る
。
第
一
の
問
題
は
、
各
国
の
憲
法
体
系
の
問
題
と
し

(
m
U
)
 

て
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
の
観
点
は
、
条
約
の
内
容

を
閣
内
で
実
施
す
る
た
め
に
新
た
に
具
体
的
な
法
律
の
制
定
を
必
要
と
す

る
よ
う
な
条
約
は
、
ロ
ロ
ロ
印
司
氏

2
R
E
C口
問
で
あ
り
、
国
内
的
効
力
を
有
し

な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
条
約
は
、
そ
の
規
定
の
態
様
に
関

わ
り
な
く
、
そ
の
公
布
に
よ
っ
て
、
国
法
の
一
形
式
と
し
て
既
に
国
内
的

(
初
)

効
力
を
獲
得
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
の
国
法
形
式
の

場
合
に
は
、
そ
の
規
定
の
態
様
が
法
的
効
力
を
左
右
す
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
条
約
に
つ
い
て
の
み
、
裁
判
所
に
お
い
て
直
接
適
用
で
き
な
い

(
訂
)

も
の
は
無
効
で
あ
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
見
出
し
が
た
い
。

②
の
用
法
は
、
山
町
民
1
2尽
き
口
間
性
を
直
接
適
用
可
能
性
と
同
義
に
捉

え
る
も
の
で
あ
る
が
、
条
約
の
「
直
接
適
用
可
能
性

2
E
E
E
E
Z

〉ロ

Z
E
Z『
ZX)」
と
い
う
問
題
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に

お
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
法
規
範
の
直
接
適
用

可
能
性
と
い
う
問
題
は
、
最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
秩

序
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
一
般
的
な
問
題
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
国
内

法
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
憲
法
の
基
本
権
規
定
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
か

(
辺
)

否
か
と
い
う
問
題
と
し
て
現
れ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
い
て
も
、
直
接
適
用
可
能
性
と
い
う
意
味
で
の
完
ロ
・

2
R
z
t口
同
性

(
お
)

は
国
内
法
、
と
り
わ
け
憲
法
に
つ
い
て
も
問
題
に
な
る
と
さ
れ
る
。
実
際

に
、
「
印
巾
氏
。

2
2三
百
四
な
憲
法
規
定
(
印
走
。

2
2ロ江口問

8
5
5
E
F
O
E
-

-肖

2
E
S
)」
に
つ
い
て
、
日
町
一

rH巾
門
口
円
宮
崎
な
憲
法
規
定
と
は
、
寸
補
助

的
な
立
法
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
直
媛
に
効
果
を
有
す
る
規
定
に
関

す
る
用
語
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
権
利
を
享
受
さ
せ
、
課
さ
れ
た
義
務
を

強
制
す
る
よ
う
な
十
分
な
ル

l
ル
を
提
供
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
規
定
は

E
Z
H
3
5
5闘
で
あ
る
。
原
則
に
法
的
効
力
を
与
え
る
よ
う
な
ル

l
ル

を
規
定
す
る
こ
と
な
く
単
に
原
則
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
に
は
、

(
M
A
)
 

憲
法
規
定
は
月
一
同

1
2
2
5
5四
で
は
な
い
」
、
あ
る
い
は
、
「
憲
法
規
定
は
、

そ
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
何
ら
の
立
法
も
必
要
と
し
な
い
場
合
、
お

北法46(3・222)656

よ
び
そ
の
憲
法
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
立
法
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ

き
こ
と
が
何
も
な
い
場
合
に
は
、
反
対
の
意
思
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い

(
お
)

る
の
で
な
い
限
り
、
印
巾
』
『
1
2
2ロ
丘
町
長
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
〆
主

Z
R
5
5間
ョ
を
②
の
用
法
と
理
解
す
る
限
り

に
お
い
て
、
条
約
に
つ
い
て
〆
巾
=
・

2
2
5
5
k
.
と
い
う
概
念
で
説
明
さ

れ
て
き
た
内
容
は
、
必
ず
し
も
、
条
約
に
固
有
の
問
題
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。



国法体系における条約の適用(1)

し
か
も
、
〆
巾
=
1
2
2
5
5
k，
の
語
が
②
の
用
法
、
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ

以
上
の
措
置
の
必
要
な
し
に
適
用
さ
れ
う
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
あ
る
条
約
規
定
に
つ
い
て
、
具
体
的
事
案
の
内
容
と

関
わ
り
な
く
一
律
に
、
そ
れ
が
♂
巾
民

2
2
z
tロ
聞
か
否
か
」
と
い
う
形

で
二
者
択
一
的
に
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

日
本
国
憲
法
二
五
条
が
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
か
否
か
」
を
、
常
に
二
者
択

一
的
に
論
じ
る
こ
と
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
田
市
民

2
2
5
5間
性
の
「
相
対
的
把
握
」
が
主
張

(
お
)

さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
ま
さ
に
、
日
本
国
憲
法
二
五
条
の
解
釈
に
お
け
る

憲
法
学
の
議
論
が
引
照
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
憲
法
学

に
お
い
て
条
約
の
国
内
適
用
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
わ
ざ
わ
ざ

2

日町民

2
2巴巴口問

3

と
い
う
不
明
確
な
概
念
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
か
疑
問
で

あ
る
。

条
約
の
忠
之
ー
良
市

2
E
Z
性
と
い
う
議
論
の
発
祥
の
地
で
あ
る
と
さ
れ

(
幻
)

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
前
述
の
通
り
、
国
際
人
権
条
約
の
批
准
に
関
し

て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
連
邦
と
州
と
の
権
限
問
題
が

(
お
)

あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
合
衆
国
憲
法
六
条
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
が
締

結
し
た
条
約
は
、
州
憲
法
を
含
む
す
べ
て
の
州
法
に
優
位
す
る
。
そ
の
た

め
、
州
の
側
で
は
、
国
際
人
権
条
約
の
批
准
は
州
の
権
限
縮
小
に
つ
な
が

る
と
い
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
国
際
人
権
条
約
が
直
接
適
用
可
能
で
あ

る
な
ら
ば
、
裁
判
所
に
お
い
て
条
約
違
反
の
州
法
は
無
効
と
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
際
人
権
規
約
す
ら
、
上
院
の
承
認
を

得
ら
れ
ず
、
大
統
領
が
署
名
は
し
た
も
の
の
批
准
で
き
な
い
と
い
う
状
況

に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
二
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
自
由
権
規
約
の

批
准
が
承
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
、
上
院
は
、
自
由
権
規
約
一
条
か
ら

二
七
条
は
口
。
ロ
ふ
m
ロ
P
2
2
5
5聞
で
あ
る
と
い
う
宣
言
を
付
し
て
、
圏
内

裁
判
所
に
よ
る
自
由
権
規
約
の
直
接
適
用
に
制
約
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
従
来
の
裁
判
例
は
し
ば
し
ば
自
由
権

規
約
を
直
接
適
用
し
て
お
り
、
し
か
も
認
に
・

2
R
E百
四
性
の
問
題
に
つ

(
却
)

い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
憲
法
学
と
し
て
条
約
の
圏
内
適
用

お
よ
び
そ
の
実
効
性
確
保
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
少
な
く
と
も
本
稿
の

考
察
に
関
し
て
は
、
路
氏
'
2
2
E
E聞
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
そ
の
問

題
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
圏
内
裁
判
所
に
お
け
る
条

約
の
直
接
適
用
可
能
性
に
関
す
る
問
題
が
言
及
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の

実
質
的
内
容
は
、
従
来
、
憲
法
学
に
お
い
て
、
例
え
ば
日
本
国
憲
法
二
五

条
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら

(ω) 

れ
る
の
で
あ
る
。
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条
約
の
国
内
適
用
の
前
提

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は

二
冗
論
と
一
一
元
論
一
お
よ
び
月

-FZ一-

巾

E
Z口
間
性
と
い
っ
た
議
論
を
離
れ
て
、
条
約
の
国
内
適
用
の
問
題
を
考

え
る
に
際
し
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
論
点
を
、
順
に
検
討
す
る
こ
と
と
す

る。
ま
ず
、
条
約
が
国
内
的
効
力
を
有
す
る
か
否
か
、
そ
し
て
、
圏
内
的
効

力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
手
続
を
経
て
囲
内
的
効
力
を
付
与
さ

れ
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。
国
際
法
規
範
と
し
て
成
立
し
た
条
約
の
内
容

が
締
約
国
の
国
内
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
条
約
が
、
国
内
法

(
U
)
 

に
変
型
さ
れ
る
か
国
法
秩
序
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
条
約

を
国
法
秩
序
に
受
容
す
る
憲
法
体
系
の
場
合
に
、
条
約
は
国
内
的
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
な
る
。
受
容
の
手
続
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
の
で
、
条
約

内
容
の
圏
内
的
実
施
の
在
り
方
は
、
大
き
く
三
類
型
に
分
か
れ
る
こ
と
と

(
位
)

な
る
。次

に
、
国
法
形
式
と
し
て
の
条
約
が
、
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
い

て
い
か
な
る
地
位
を
有
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に

お
け
る
憲
法
優
位
説
と
条
約
優
位
説
の
対
立
は
、
こ
の
段
階
の
問
題
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
、
第
二
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
条
約
が
、

「
国
内
的
効
力
を
認
め
ら
れ
る
か
」
、
「
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
い
て
、

い
か
な
る
地
位
を
与
え
ら
れ
る
か
」
は
、
国
際
法
上
の
問
題
で
は
な
く
、

各
国
の
憲
法
体
系
が
決
定
す
る
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
条
約
が
、

囲
内
裁
判
所
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
そ
の
実
効
性
を
確
保
し
う
る
か
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
段
階
の
問
題
が
、
本
稿
の
中
心
的
課
題
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で
あ
る
。

そ
こ
で
、
中
心
的
検
討
に
入
る
前
に
、
そ
の
前
提
問
題
と
し
て
、
上
の

第
一
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

第
二
款

条
約
の
国
内
的
効
力

変
型
方
式

こ
れ
は
、
条
約
自
体
に
は
囲
内
的
効
力
が
認
め
ら
れ
ず
、
条
約
の
内
容

を
国
内
に
お
い
て
実
施
す
る
必
要
が
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
に
応

じ
て
別
個
に
囲
内
法
が
制
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

し
て
制
定
さ
れ
た
囲
内
法
は
、
条
約
の
発
効
ま
た
は
失
効
に
関
わ
り
な
く
、

独
自
に
効
力
を
有
す
る
。
条
約
が
批
准
さ
れ
、
当
該
国
家
に
対
し
て
国
際

法
上
の
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
て
も
、
圏
内
裁
判
所
は
当
該
条
約

を
直
接
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
方
式
を
と
る
固
と
し
て
は
、

イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、



条
約
内
容
の
実
施
の
た
め
に
制
定
さ
れ
る
国
内
法
に
は
、

(
必
)

類
が
存
す
る
と
さ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
種

国法体系における条約の適用(1)

承
認
法
に
よ
る
受
容
方
式

こ
れ
は
、
変
型
方
式
と
は
異
な
り
、
条
約
の
内
容
を
国
内
法
と
し
て
立

法
し
直
す
必
要
は
な
く
、
議
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
で
足
り
る
が
、
次
に

扱
う
一
般
的
受
容
方
式
と
は
異
な
り
、
議
会
の
永
認
は
法
律
の
形
式
で
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、

イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ギ
リ
シ
ア
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
等
が
こ
れ
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
冗
論
と
一
一
元

論
と
の
論
争
を
背
景
と
し
て
、
受
容
理
論
(
実
施
理
論
)
と
変
型
理
論
と

の
対
立
が
存
在
す
る
。
変
型
理
論
に
よ
れ
ば
、

7m認
法
は
条
約
を
国
内
法

に
変
型
す
る
作
用
を
有
し
、
条
約
の
国
内
的
効
力
は
承
認
法
と
い
う
国
内

法
に
根
拠
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
等
に
お
い
て
有
力

な
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
受
容
理
論
に
よ
れ
ば
、
承

認
法
は
条
約
を
国
内
法
に
変
型
す
る
作
用
を
有
さ
ず
、
承
認
法
は
国
内
機

関
に
対
し
て
条
約
の
適
用
命
令
を
発
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
等
に
お
い
て
有
力
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

一
般
的
受
容
方
式

こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
等
が
採
用
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
条
約
は
議
会
の
承
認
を
経
て
公
布
さ
れ
れ
ば
、
直

ち
に
国
内
的
効
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
議
会

(
判
)

に
よ
る
承
認
は
、
単
な
る
議
決
の
形
式
で
足
り
る
。
日
本
国
憲
法
の
下
で

も
こ
の
よ
う
な
取
扱
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

第

款

(
何
日
)

団
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
条
約
の
地
位

対
憲
法
優
位
/
対
憲
法
同
位

オ
ラ
ン
ダ
は
、

1

王
国
内
で
効
力
の
あ
る
法
令
規
則
は
、
そ
の
法
令
規

則
の
適
用
が
、
す
べ
て
の
人
を
拘
束
す
る
条
約
の
規
定
又
は
国
際
機
関
の

(
日
刊
)

決
議
の
規
定
に
抵
触
す
る
と
き
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
」
と
す
る
一
九
八

三
年
の
憲
法
九
四
条
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
を
拘
束
す
る
条
約
は
す
べ
て

の
囲
内
法
に
優
位
す
る
と
さ
れ
、
こ
こ
で
い
う
囲
内
法
に
は
憲
法
も
含
ま

れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
憲
法
と
抵
触
す
る
条
約
の
議
会
に
よ
る
承

認
に
は
、
憲
法
改
正
と
同
じ
一
一
一
分
の
二
の
多
数
を
要
す
る
。
日
本
国
憲
法

の
解
釈
に
お
け
る
条
約
優
位
説
の
見
解
は
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
条
約
は
対
法
律
同
位
と
さ
れ
る
が
、
憲
法

と
抵
触
す
る
条
約
は
、
憲
法
改
正
に
必
要
な
多
数
に
よ
っ
て
議
会
で
承
認
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さ
れ
た
場
合
、
憲
法
と
同
位
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
欧
州
人
権
条
約
は
憲

法
と
同
位
で
あ
る
。

対
法
律
優
位

条
約
は
憲
法
に
劣
位
す
る
が
法
律
に
は
優
位
す
る
、

国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
い
て
憲
法
と
法
律
と
の
中
間
の
地
位
を
有
す

る
と
さ
れ
て
い
る
国
が
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
、
ギ
リ
シ
ア
、

(
灯
)

ス
ペ
イ
ン
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
。
日
本
国
憲
法
が
少
な
く
と

も
条
約
の
対
法
律
優
位
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
ほ
ほ
異
論
は

(
必
)

な
い
。
憲
法
優
位
説
の
見
解
は
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
条
約
は

対
法
律
同
位

条
約
は
法
律
と
同
位
と
さ
れ
る
国
も
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
、
条
約
と

法
律
と
の
問
に
後
法
優
越
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ド
イ
ツ

(
品
目
)

連
邦
共
和
国
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ト
ル
コ
等
が
そ
の
例
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
条
約
が
州
法
に
優
位
す
る
こ
と

は
合
衆
国
憲
法
六
条
二
項
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
条
約
と
、
連
邦
憲

法
お
よ
び
連
邦
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
確
な
規
定
は
存
し
な
い
。
し

か
し
、
判
例
上
は
、
条
約
は
連
邦
憲
法
に
は
劣
位
し
、
連
邦
法
と
は
同
位

(
印
)

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

註

北法46(3・226)660

(
1
)
例
え
ば
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
学

I

憲
法
総
論
』
(
有
斐
閣
・
一

九
九
二
年
)
八
五
頁
以
下
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
〔
第
三
版
〕
(
青

林
書
院
・
一
九
九
五
年
)
二
九
頁
以
下
、
佐
藤
功
『
日
本
国
憲
法

概
説
』
〔
全
訂
第
四
版
〕
(
学
陽
書
一
房
・
一
九
九
一
年
)
五
五

O
頁

以
下
、
清
宮
四
郎
『
憲
法

I
』
〔
第
三
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
七
九
年
)

四
四
八
頁
以
下
、
宮
沢
俊
義
〔
芦
部
信
喜
補
訂
〕
『
全
訂
日
本
国
憲

法
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
七
八
年
)
八

O
九
頁
以
下
、
樋
口
陽
一

「
憲
法
』
(
創
文
社
・
一
九
九
二
年
)
九
八
頁
、
阪
本
日
目
成
『
憲
法

理
論

I
』
(
成
文
堂
・
一
九
九
三
年
)
八
一
頁
以
下
、
尾
吹
善
人
『
日

本
憲
法
|

l

学
説
と
判
例
l
|
|
』
(
木
鐸
社
・
一
九
九

O
年
)
九

五
頁
以
下
、
小
林
直
樹
『
〔
新
版
〕
憲
法
講
義
下
』
(
東
京
大
学

出
版
会
・
一
九
八
一
年
)
五
一
九
頁
以
下
、
丸
山
健
「
条
約
」
法

時
臨
培
『
憲
法
三

O
年
の
理
論
と
展
望
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
七

七
年
)
一
九

O

一
九
一
頁
、
野
村
敬
造
「
条
約
の
囲
内
法
的
効
力
」

小
嶋
和
司
編
『
憲
法
の
争
点
』
〔
新
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
)

二
六
五
頁
、
等
。

(
2
)
山
本
草
二
『
国
際
法
』
〔
新
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
九
四
年
)
八

一
頁
、
杉
原
高
嶺
ほ
か
『
現
代
国
際
法
講
義
』
〔
第
二
版
〕
(
有
斐
閣
・

一
九
九
五
年
)
二
五
頁
。

(
3
)
田
中
忠
「
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
学
説
と
そ
の

理
論
的
基
盤
」
山
本
草
二
先
生
還
暦
記
念
『
国
際
法
と
国
内
法



国法体系における条約の適用(1)

|
|
国
際
公
益
の
展
開
|
|
』
(
勤
草
書
房
・
一
九
九
一
年
)
三

八
頁
以
下
。
な
お
、
二
冗
論
に
つ
い
て
、
杉
原
ほ
か
・
前
掲
書
(
註

2
)
二
五
頁
。

(
4
)
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
四
五
頁
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、

ト
リ

1
ペ
ル
は
二
元
論
で
は
な
く
国
内
法
優
位
の
二
冗
論
と
さ
れ

る
(
同
・
右
論
文
四
四
頁
、
樋
口
・
前
掲
書
(
註
1
)

一
O
二
頁
)
。

(5)
山
本
・
前
掲
書
(
註
2
)
八
五
頁
。

(
6
)
杉
原
ほ
か
・
前
掲
書
(
註
2
)
二
六
頁
。

(
7
)
広
部
和
也
「
国
際
法
の
国
内
的
適
用
」
寺
浮
一

H
山
本
草
二
H

広
部
和
也
編
『
標
準
国
際
法
』
〔
新
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
)

六
九
頁
。

(
8
)
松
井
芳
郎
ほ
か
『
国
際
法
』
〔
新
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
九
三
一
年
)

一
八
|
一
九
頁
〔
松
井
執
筆
〕
。

(
9
)
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
三
二
頁
。

(
叩
)
山
本
・
前
掲
書
(
註
2
)
八
三
頁
も
、
「
し
ば
し
ば
規
範
論
理
な

い
し
世
界
観
の
相
違
も
反
映
す
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
日
)
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
三
七
頁
。

(
ロ
)
松
井
ほ
か
・
前
掲
書
(
註
8
)

一
九
頁
〔
松
井
執
筆
〕
。

(
日
)
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
三
二
頁
。

(
U
)
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
四
九
頁
。

(
日
)
杉
原
ほ
か
・
前
掲
書
(
註
2
)
二
六
頁
。

(
日
)
山
本
・
前
掲
書
(
註
2
)
八
六
頁
。

(
口
)
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
四
九
頁
。

(
時
)
な
お
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
一
つ
と
し
て
、
「
国
際
法
と
国
内
法

を
等
位
の
関
係
に
お
き
、
相
互
間
に
生
ず
る
『
義
務
の
抵
触
』
に

つ
い
て
は
、
調
整
に
よ
る
解
決
に
委
ね
よ
う
と
す
る
」
等
位
理
論

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
山
本
・
前
掲
書
(
註
2
)
八
五
|

八
六
頁
)
。
し
か
し
、
「
そ
の
帰
結
は
二
元
論
で
あ
る
」
(
回
中
・
前

掲
論
文
(
註
3
)
四
九
頁
、
な
お
、
四

O
頁
も
参
照
)
と
の
評
価

も
存
す
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
宮
沢
・
前
掲
書
(
註
1
)
八一

O
頁
以
下
、
清
宮
・

前
掲
書
(
註
1
)
四
四
八
頁
。
な
お
、
内
野
正
幸
司
憲
法
解
釈
の

論
点
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
九
O
年
)
一
八
O
l
一
八
一
頁
参
照
。

(
却
)
例
え
ば
、
芦
部
・
前
掲
書
(
註
l
)

八
五
頁
(
た
だ
し
、
憲
法

学
の
議
論
は
、
条
約
の
囲
内
的
効
力
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

国
際
法
学
上
の
議
論
と
は
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
が
明
確
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
『
憲
法
の
焦
点
目

ukrE，

ω
統
治
機
構
』

(
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
)
六
三
頁
以
下
参
照
)
、
佐
藤
(
幸
)
・

前
掲
書
(
註
1
)
三
O
頁
。
な
お
、
阪
本
・
前
掲
書
(
註
1
)
八

三
頁
、
岩
沢
雄
司
『
条
約
の
囲
内
適
用
可
能
性
|
|
い
わ
ゆ
る

五
何
百
円
円
何

n
c
d
z
q
な
条
約
に
関
す
る
一
考
察
』
(
有
斐
閣
・

一
九
八
五
年
)
二
二
頁
註
五
九
参
照
。

(
幻
)
戸
波
江
一
一
H

松
井
茂
記
H

安
念
潤
司
H

長
谷
部
恭
男
『
憲
法
川

統
治
機
構
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
一
一
年
)
二
四
七
頁
〔
戸
波
執
筆
〕
、

戸
波
江
二
『
宜
忠
法
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
九
四
年
)
四
五
O
l
四

五
一
頁
参
照
。

北法46(3・227)661
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(
幻
)
こ
れ
に
関
し
て
は
、
既
に
、
岩
沢
雄
同
『
条
約
の
国
内
適
用
可

能
性
|
|
い
わ
ゆ
る
s
白
日
向
一
自
の

c
d
z
q
な
条
約
に
関
す
る

一
考
察
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
)
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
分
析
が

な
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
山
石
沢
・
前
掲
書
(
註
却
)
四
|
五
頁
。
な
お
、
様
々
な
用
法
の

実
例
に
つ
い
て
、
同
・
右
書
二
八
一
頁
以
下
参
照
。

(
出
)
し
か
も
、
日
本
語
の
場
合
、
そ
の
訳
語
あ
る
い
は
片
仮
名
表
記

の
方
法
も
様
々
で
あ
る
。
岩
沢
・
前
掲
書
(
註
却
)
六

O
頁
註
一

四
六
参
照
。

(
お
)
岩
沢
・
前
掲
書
(
註
却
)
二
四
頁
。

(
出
)
同
・
右
書
一
六
|
一
八
頁
。

(
幻
)
同
・
右
書
一
六
頁
。

(
お
)
い
わ
ゆ
る
一
般
的
受
容
方
式
を
と
る
国
。
詳
し
く
は
後
述
(
本

節
第
二
款
三
(
二
二
五
頁
こ
す
る
。

(
却
)
本
稿
で
は
後
述
(
本
節
第
二
款
(
二
二
四
頁
以
下
こ
す
る
。

(
却
)
ロ
O

ロ印町民・
2
2
5
5聞
な
条
約
規
定
は
、
具
体
的
な
実
施
措
置
の

た
め
に
必
要
な
法
律
が
制
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
「
実
効
性
」

を
欠
く
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
条
約
規
定
の
国
内
的

効
力
の
有
無
と
は
別
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
M
M
)

な
お
、
こ
の
第
二
の
問
題
に
お
い
て
は
、
あ
る
条
約
が
全
体
と

し
て
∞
丘
町

2
2
E
E聞
か
否
か
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
一
般
に
、
強
い
批
判
が
存
在
す
る
。

(
幻
)
凡
だ
守
町
三
思
司
門
ぎ

S
言
-
回
巾
問
ユ
ロ
ロ
ロ
且
野
田
門
巾
コ
巾
口
己

2

5口
町

3
5白
ケ

-F円
『
】
巾
ロ
〉
口
耳
巾

=ισmwHhrg円
〈
D
-
宵
巾
『
『
巾
円
『
[
]
戸
内
宮
町
「
〈

21円「
hw
開
巾
(
切
巾
ユ
ヨ
-

U
E
ロ円}内内『血町民
Z
E
E
-
?
H
M
W
叶

O
)

印
印
印
・

(
お
)
岩
沢
・
前
掲
書
(
註
却
)
二
八
四
頁
。
な
お
、
そ
の
他
の
固
に

お
い
て
も
、
条
約
の
直
接
適
用
可
能
性
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
、

憲
法
規
定
の
直
接
適
用
可
能
性
の
問
題
が
、
類
似
の
問
題
と
し
て

説
明
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
(
同
・
右
書
二
八
四

頁)。

(
鈍
)
∞
-
山
内
}
ぺ
印
F
m
w
d
そ
り
お
片
岡
。
ロ
世
間
吋

H
N
N
。
(
印
片
F
m
B
H
m
w
斗
匂
)

(お
)

H

G

〉
ヨ
』
己
『
-
N
門
戸
(
U
。ロ印
Z
E
Z
D口白
-
F
2司
朗

H
A
H
(
)
(
同
市
W
叶
匂
)
・

(
お
)
山
石
沢
‘
前
掲
香
(
註
加
)
三
二
五
頁
以
下
。

(
幻
)
序
章
第
二
款
ニ
凶
川
お
よ
び
同
三
(
二

O
八
、
二

O
九
頁
)
。

(
お
)
阿
部
浩
己
H

今
井
直
「
入
門
国
際
人
権
法
凶
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開
と
そ
の
背
旦
京
」
法
セ
四
五
七
号
(
一

九
九
三
年
)
六
一
頁
。

(
却
)
横
田
耕
一
「
人
権
の
国
際
的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
問
題
」
憲
法

理
論
研
究
会
編
『
人
権
理
論
の
新
展
開
』
(
敬
文
堂
・
一
九
九
四
年
)

一
六
八
頁
、
山
石
沢
・
前
掲
書
(
註
却
)
一
一
一
一
一
一
|
四
二
頁
参
照
。

(
初
)
「
現
実
に
重
要
な
こ
と
は
こ
の
概
念
〔
H
自
動
執
行
性
す
な
わ
ち

日
巾

-rH巾

2
5間
性
の
概
念
〕
の
定
義
如
何
で
は
な
く
、
特
に
裁
判

所
に
お
け
る
条
約
の
直
媛
適
用
可
能
性
の
有
無
を
探
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
際
必
ず
し
も
『
自
動
執
行
性
』
な
る
言
葉
を
使
用
す
る

必
要
も
な
い
だ
ろ
う
」
。
「
し
か
も
、
あ
る
条
項
が
直
接
適
用
可
能

か
ど
う
か
は
常
に
二
者
択
一
で
は
な
く
、
憲
法
お
条
の
請
求
権
部

北法46(3・228)662



国法体系における条約の適用(1)

分
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
で
あ
る
が
、
不
作
為
を
要
請
す
る
部
分
に

つ
い
て
は
直
接
適
用
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
状
況
の
下
で

は
直
接
適
用
が
可
能
で
別
の
状
況
の
下
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
事
態
も
十
分
起
こ
り
う
る
」
。
「
憲
法
規
定
に
つ
い
て
行
っ
て
い

る
と
同
等
の
検
討
や
基
準
作
り
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
(
横
田
耕
一

「
『
国
際
人
権
』
と
日
本
国
憲
法
|
|
国
際
人
権
法
学
と
憲
法
学
の

架
橋

l
l」
国
際
人
権
五
号
(
一
九
九
四
年
)
一

O
、
一
一
頁
。

(
引
)
変
型
と
受
容
は
、
合
わ
せ
て
「
編
入
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
(
例
え
ば
、
山
本
・
前
掲
書
(
註
2
)

一
O
O
頁)。

(
位
)
阪
本
・
前
掲
書
(
註
1
)
八
二
丁
八
四
頁
、
岩
沢
・
前
掲
書
(
註

加
)
一
一
一
一
|
一
四
頁
、
水
上
千
之
「
条
約
の
圏
内
的
編
入
と
国
内

的
効
力
」
広
法
一
六
巻
四
号
(
一
九
九
三
年
)
二
六
九
l
二
八
二

頁
(
た
だ
し
、
三
類
型
間
で
の
分
類
が
若
干
異
な
る
)
参
照
。
た

だ
し
、
「
変
型
」
と
「
受
容
」
の
一
一
類
型
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
。

(
日
)
岩
沢
・
前
掲
書
(
註
却
)
一
八
1

一
九
頁
。

(
M
H
)

な
お
、
こ
の
三
類
型
と
も
、
広
義
の
条
約
す
べ
て
を
対
象
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
そ
の
国
内
的

実
施
の
た
め
に
議
会
の
関
与
を
必
要
と
す
る
の
は
、
二
疋
の
種
類

の
条
約
に
つ
い
て
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
内
に
お
け
る

立
法
権
を
独
占
す
る
議
会
が
条
約
締
結
に
つ
い
て
は
実
質
的
な
役

割
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
(
水

上
・
前
掲
論
文
(
註
犯
)
二
六
九
|
二
七
一
頁
)
)
。
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
基
本
法
五
九
条
二
項
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法

五
三
条
一
項
は
、
ニ
疋
の
種
類
の
条
約
を
、
法
律
の
形
式
で
の
承

認
を
要
す
る
も
の
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

場
合
は
、
国
会
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
行
政
協
定

が
存
在
す
る
。
行
政
協
定
は
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
も
認
め
ら
れ

て
い
る
。

(
叩
)
各
類
型
に
該
当
す
る
国
家
の
例
に
つ
い
て
は
、
阪
本
・
前
掲
書

(註
1
)
八
五
l
八
六
頁
、
お
よ
び
水
上
・
前
掲
論
文
(
註
位
)

二
八
三
l
二
八
八
頁
に
よ
る
。

(
必
)
邦
訳
は
、
水
上
・
前
掲
論
文
(
註
位
)
二
八
八
頁
に
よ
る
。

(
灯
)
現
在
は
失
効
し
て
い
る
が
、
ハ
イ
チ
の
一
九
一
八
年
憲
法
二
一

七
条
は
、
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
、
憲
法
、

条
約
、
法
律
と
い
う
順
序
を
明
文
で
規
定
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

畝
村
繁
『
英
米
に
お
け
る
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
』
(
法
律
文
化

社
・
一
九
六
九
年
)
一

O
頁。

(
組
)
日
本
国
憲
法
に
は
明
文
の
規
定
が
存
し
な
い
の
で
、
国
法
秩
序

の
段
階
構
造
に
お
け
る
条
約
の
地
位
は
、
専
ら
解
釈
に
委
ね
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
通
説
的
見
解
で
あ
る
憲
法
優
位
説
の
論
拠
は
い

く
つ
か
存
す
る
が
、
条
約
に
対
す
る
憲
法
の
優
位
に
つ
い
て
、
憲

法
改
正
手
続
と
条
約
承
認
手
続
と
の
比
較
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
法
規
範
の
定
立
手
続
の
観
点
か
ら
は
、
条
約
承
認

手
続
は
法
律
制
定
手
続
よ
り
も
簡
易
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う

る
(
こ
の
点
に
関
連
し
て
懸
念
を
表
明
す
る
見
解
(
宮
崎
繁
樹
「
国
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際
人
権
規
約
の
囲
内
的
効
力
」
自
正
三
一
巻
一
号
(
一
九
八

O
年
)

一
ム
ハ
頁
)
が
存
す
る
一
方
、
「
条
約
の
承
認
手
続
と
法
律
の
制
定
手

続
と
を
比
べ
る
と
、
前
者
の
方
が
簡
易
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

か
ら
条
約
の
優
位
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
条
約
を
尊
重

し
よ
う
と
す
る
精
神
に
反
す
る
」
と
す
る
見
解
(
橋
本
公
百
一
「
条

約
の
圏
内
法
的
効
力
」
ジ
ュ
リ
三

O
O号
(
一
九
六
四
年
)
六
七
頁
)

も
存
す
る
)
。
ま
た
、
法
律
に
対
す
る
条
約
の
優
位
に
つ
い
て
、
憲

法
九
八
条
二
項
が
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
憲
法
九

八
条
二
項
に
い
う
「
条
約
」
に
は
、
国
会
の
承
認
を
要
し
な
い
、

い
わ
ゆ
る
行
政
協
定
も
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
も
存
す
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
立
ち

入
ら
な
い
。

(
却
)
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
二
五
条
(
「
国
際
法
の
一
般
原
則
は

連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
法
律
に
優
先
し
、
連

邦
領
域
の
住
民
に
対
し
て
直
接
に
権
利
・
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
」
)

が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
条
約
に
つ
い
で
は
原
則
と
し
て

五
九
条
二
項
(
「
連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
し
、
ま
た
は
、
連
邦

の
立
法
の
対
象
に
か
か
わ
る
条
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
連
邦
の
立
法
に

つ
い
て
権
限
を
有
す
る
機
関
の
、
連
邦
法
律
の
形
式
で
の
同
意
ま

た
は
協
力
を
必
要
と
す
る
O
i
-
-
-
」
)
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(
印
)
岩
沢
・
前
掲
論
文
(
註
却
)

研究ノート

第

節

欧
州
人
権
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約
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第
一
款

歴
史

二
頁
。

一
欧
州
審
議
会
の
成
立

(
日
)

「
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
条
約
」
(
本
稿
で
は
、
「
欧

(

臼

)

(

臼

)

州
人
権
条
約
」
と
称
す
る
)
を
生
み
出
し
、
発
展
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の
実

(
日
)
(
防
)

施
機
構
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
の
が
、
欧
州
審
議
会
で
あ
る
。
欧
州
審
議

会
設
立
の
根
底
に
あ
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
の
欧
州
統
合
運
動

で
あ
る
が
、
直
接
の
発
端
は
、
一
九
四
八
年
五
月
の
ハ

l
グ
に
お
け
る
欧

州

会

議

行

g匂

巾

山

田

D

ご凶
R
告
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
「
欧

州
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
(
玄

2
2湾
ぢ
肘
巳
『
D
吉
宮
)
」
を
受
け
て
、
一
九

四
九
年
五
月
五
日
に
「
欧
州
審
議
会
規
程
(
印
Z
Z広
三
円

z
n
E
Rロ
え

(
日
)

向
山

=
g胃
)
」
が
採
択
さ
れ
、
同
年
八
月
一
一
一
日
に
発
効
し
、
こ
こ
に
欧
州
審

議
会
が
誕
生
し
た
。
現
在
の
欧
州
審
議
会
加
盟
国
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
キ
プ
ロ
ス
、
ギ
リ
シ
ア
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
ス
イ
ス
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ロ
パ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
チ
エ
コ
、
デ

ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ト
ル
コ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
、
ゃ
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
V
¥



ポ
ル
ト
ガ
ル
、
マ
ル
夕
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ク

(
幻
)

セ
ン
ブ
ル
夕
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
、
計
三
二
カ
国
で
あ
る
。
欧
州
審
議
会
に

は
、
各
加
盟
国
の
外
務
大
臣
か
ら
な
る
閣
僚
委
員
会

(
P
E
E同
門
月
え

さ
ロ
目
的
丹
市
『
印
)
と
、
各
加
盟
国
の
議
会
が
そ
の
構
成
員
の
中
か
ら
選
出
ま

(

日

)

(

印

)

た
は
任
命
し
た
代
表
か
ら
な
る
諮
問
会
議

(P口出
口

1
S
Z
〉目的巾
B
Z可
)

が
置
か
れ
、
欧
州
審
議
会
事
務
局
が
阿
機
関
に
役
務
を
提
供
す
る
(
欧
州

審
議
会
規
程
一

O
条
)
。
欧
州
審
議
会
の
所
在
地
は
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル

で
あ
る
(
欧
州
審
議
会
規
程
一
一
条
)
。

国法体系における条約の適用(1)

欧
州
人
権
条
約
は
欧
州
審
議
会
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
で
あ
る
が
、
欧

州
審
議
会
は
人
権
専
門
機
関
で
は
な
い
。
欧
州
審
議
会
は
、
北
大
西
洋
条

約
機
構

(
N
A
T
O
)
が
管
轄
す
る
国
防
に
関
す
る
問
題
を
除
き
(
欧
州

審
議
会
規
程
一
条
川
)
、
経
済
、
社
会
、
文
化
、
科
学
、
法
律
、
行
政
等
様
々

な
事
項
に
関
与
し
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
お
い
て
、
数
多
く
の
条
約
や
会
議

体
を
生
み
出
し
、
ま
た
、
他
の
国
際
機
構
と
協
力
し
て
、
様
々
な
専
門
機

構
や
会
議
を
創
設
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
そ
の
管
轄
権
内
に
あ
る
す
べ

て
の
者
が
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
享
有
す
る
と
い
う
原
則
」
を
受
諾
す

る
と
い
う
欧
州
審
議
会
規
程
「
第
三
条
の
規
定
を
履
行
す
る
能
力
及
び
意

思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
が
、
欧
州
審
議
会
加
盟
国
た
る
要
件

と
さ
れ
て
お
り
(
欧
州
審
議
会
規
程
四
条
)
、
人
権
保
護
が
欧
州
審
議
会

(ω) 

の
大
き
な
目
的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

欧
州
人
権
条
約
の
成
立

(
日
)

欧
州
人
権
条
約
成
立
の
根
底
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
国
際
文

書
に
現
れ
た
人
権
保
護
の
思
想
が
あ
る
。
一
九
四
八
年
の
「
欧
州
人
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
お
い
て
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
的
反
対
を
形
成
す

る
権
利
と
と
も
に
、
思
想
、
集
会
お
よ
び
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
人
権

(
回
出
)

憲
章
を
希
望
す
る
」
と
宣
言
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
九
年
の
北
大
西

洋
条
約
(
い
わ
ゆ
る

N
A
T
O
条
約
)
前
文
に
お
い
て
は
、
「
締
約
国
は
、

民
主
主
義
の
諸
原
則
、
個
人
の
自
由
及
び
法
の
支
配
の
上
に
築
か
れ
た
そ

(
臼
)

の
国
民
の
自
由
、
共
同
の
遺
産
及
び
文
明
を
擁
護
す
る
決
意
を
有
す
る
」

と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
欧
州
審
議
会
規
程
は
、
そ
の
前
文
第
三
段
に
お
い

て
、
「
そ
の
人
民
の
共
同
の
世
襲
財
産
で
あ
り
、
か
っ
、
す
べ
て
の
真
正

の
民
主
主
義
の
基
礎
を
成
す
原
別
で
あ
る
個
人
の
自
由
、
政
治
的
自
由
及

び
法
の
支
配
の
真
の
根
源
で
あ
る
精
神
及
び
道
徳
の
価
値
の
た
め
に
献
身

す
る
こ
と
を
再
確
認
」
し
、
欧
州
審
議
会
の
目
的
を
定
め
た
一
条
に
お
い

て
、
そ
の
川
項
が
、
「
こ
の
目
的
は
、
共
通
に
関
心
を
も
っ
問
題
の
討
議
と
、

経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
、
科
学
的
、
法
律
的
及
び
行
政
的
の
事
項
に

つ
き
並
び
に
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
維
持
及
び
一
層
の
実
現
に
つ
い
て

の
合
意
及
び
共
同
の
行
動
と
に
よ
っ
て
、
審
議
会
の
機
関
を
通
じ
て
追
及

さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
欧
州
審
議
会
規
程

三
条
お
よ
び
四
条
も
ま
た
、
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
に
関
す
る
定
め
を
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置
く
。こ

う
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
欧
州
審
議
会
で
は
、
一
九
四
九
年
八

月
の
第
一
回
諮
問
会
議
で
人
権
条
約
の
作
成
が
決
定
さ
れ
、
二
三
名
の
委

員
か
ら
な
る
法
律
行
政
問
題
委
員
会
が
条
約
起
草
の
任
に
あ
た
り
、
そ
の

草
案
を
も
と
に
検
討
を
重
ね
、
つ
い
に
欧
州
人
権
条
約
の
署
名
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
欧
州
人
権
条
約
の
成
立
に
際
し
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ

ズ
ム
と
い
っ
た
全
体
主
義
、
お
よ
び
東
欧
社
会
主
義
諸
国
の
共
産
主
義
へ

の
対
抗
と
い
う
時
代
的
背
景
が
存
在
し
、
欧
州
人
権
条
約
が
市
民
的
お
よ

び
政
治
的
権
利
に
重
点
を
置
く
一
因
と
な
っ
た
。

議
定
書
に
よ
る
追
加

そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
欧
州
人
権
条
約
に
対
し
て
、
そ
の
成
立
直

後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
保
護
さ
れ
る
権
利
の
追
加
、
お
よ
び
機
構
・

(

似

)

(

侃

)

手
続
の
改
革
を
目
的
と
し
て
、
計
一
一
の
議
定
書
が
作
ら
れ
て
い
る
。

(
侃
)

一
九
五
二
年
に
署
名
さ
れ
た
第
一
議
定
書
は
、
保
護
さ
れ
る
権
利
を
追

(
釘
)

加
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
に
署
名
さ
れ
た
第
二
議
定
書
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
勧

(
侃
)

告
的
意
見
を
表
明
す
る
権
限
を
認
め
て
い
る
。
第
二
議
定
書
と
同
時
に
署

名
さ
れ
た
第
三
議
定
書
は
、
欧
州
人
権
条
約
二
九
条
、
三

O
条
、
お
よ
び

三
四
条
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
欧
州
人
権
委
員
会

の
小
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
た
。
続
い
て
、
同
年
九
月
に
は
第
四
議
定
書
が

署
名
さ
れ
、
再
び
保
護
さ
れ
る
権
利
が
追
加
さ
れ
た
。

一
九
六
六
年
に
署
名
さ
れ
た
第
五
議
定
書
は
、
欧
州
人
権
条
約
二
二
条

お
よ
び
四

O
条
を
改
正
し
、
欧
州
人
権
委
員
会
の
委
員
の
半
数
、
お
よ
び

欧
州
人
権
裁
判
所
の
裁
判
官
の
三
分
の
一
の
、
一
二
年
毎
の
選
挙
を
で
き
る

だ
け
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
に
署
名
さ
れ
た
第
六
議
定
書
、
お
よ
び
一
九
八
四
年
に
署

名
さ
れ
た
第
七
議
定
書
は
、
と
も
に
保
護
さ
れ
る
権
利
を
追
加
す
る
も
の
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で
あ
る
。

一
九
八
五
年
に
署
名
さ
れ
た
第
八
議
定
書
は
、
欧
州
人
権
委
員
会
に
関

す
る
欧
州
人
権
条
約
一
一

O
条
、
二
一
条
、
お
よ
び
二
三
条
に
つ
い
て
追
加

を
行
い
、
友
好
的
解
決
に
関
す
る
欧
州
人
権
条
約
二
八
条
お
よ
び
三

O
条

を
修
正
し
、
そ
の
他
、
申
立
に
つ
い
て
の
手
続
お
よ
び
裁
判
所
の
構
成
等

に
関
す
る
欧
州
人
権
条
約
一
一
九
条
、
三

O
条
、
三
一
条
、
三
四
条
、
四

O

条
、
四
一
条
、
四
三
条
に
つ
い
て
修
正
お
よ
び
追
加
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
九
九

O
年
に
署
名
さ
れ
た
第
九
議
定
書
は
、
欧
州
人
権
条
約
三
一
条

二
項
、
四
四
条
、
お
よ
び
四
五
条
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
従
来
も
欧
州
人
権
委
員
会
お
よ
び
欧
州
人
権
裁
判
所
の
内
部
規
則

お
よ
び
判
例
に
よ
っ
て
一
部
は
事
実
上
認
め
ら
れ
て
い
た
、
個
人
申
立
の

申
立
人
の
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
当
事
者
資
格
が
、
明
文
で
認
め
ら



fe 。一
九
九
二
年
に
署
名
さ
れ
た
第
一

O
議
定
書
は
、
閣
僚
委
員
会
の
決
定

に
関
す
る
欧
州
人
権
条
約
三
二
条
一
項
を
改
正
し
、
「
三
分
の
一
ご
の
要

件
を
削
除
し
て
い
る
。

第
一
一
議
定
書
は
、
一
九
九
四
年
五
月
に
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

詳
し
く
は
後
述
(
本
節
第
三
款
三
)
す
る
が
、
大
規
模
な
機
構
改
革
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第

款

個
人
の
権
利
保
護

国法体系における条約の適用(1)

実
体
的
権
利

欧
州
人
権
条
約
は
、
第
一
節
に
お
い
て
、
生
命
に
対
す
る
権
利
(
一
一
条
)
、

拷
問
ま
た
は
非
人
道
的
な
取
扱
若
し
く
は
刑
罰
の
禁
止
(
二
一
条
)
、
奴
隷
、

隷
属
状
態
、
お
よ
び
強
制
労
働
の
禁
止
(
四
条
)
、
身
体
の
自
由
と
逮
捕

抑
留
の
条
件
(
五
条
)
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
(
六
条
)
、
刑
法
の

遡
及
的
適
用
の
禁
止
(
七
条
)
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
住
居
、
お
よ
び
通
信

の
尊
重
(
八
条
)
、
思
想
、
良
心
、
お
よ
び
宗
教
の
自
由
(
九
条
)
、
表
現

の
自
由
(
一

O
条
)
、
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由
(
一
一
条
)
、
婚
姻
の
権

利
(
一
二
条
)
、
効
果
的
救
済
を
受
け
る
権
利
二
三
条
)
、
差
別
の
禁
止

(
一
四
条
)
を
規
定
す
る
。
こ
の
う
ち
、
二
条
、
三
条
、
四
条
一
項
、
お

よ
ぴ
七
条
、
な
ら
び
に
後
述
の
第
六
議
定
書
に
つ
い
て
は
、
他
と
は
異
な

り
、
「
戦
争
そ
の
他
の
国
民
の
生
存
を
脅
か
す
公
の
緊
急
事
態
の
場
合
」

(
一
五
条
)
で
あ
っ
て
も
、
締
約
国
は
条
約
上
の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
(
一
五
条
お
よ
び
第
六
議
定
書
三
条
)
。

こ
れ
ら
の
権
利
に
加
え
て
、
第
一
議
定
書
が
、
財
産
権
(
一
条
)
、
教

育
に
つ
い
て
の
権
利
(
二
条
)
、
自
由
選
挙
の
保
障
(
三
条
)
を
、
第
四

議
定
書
が
、
契
約
不
履
行
に
よ
る
抑
留
の
禁
止
(
一
条
)
、
移
動
、
居
住
、

お
よ
び
出
国
の
自
由
(
二
条
)
、
追
放
の
禁
止
お
よ
び
帰
国
の
権
利
(
一
一
一
条
)
、

外
国
人
の
集
団
的
追
放
の
禁
止
(
四
条
)
を
、
第
六
議
定
書
が
、
死
刑
の

廃
止
二
条
)
、
戦
時
に
お
け
る
死
刑
(
二
条
)
を
、
第
七
議
定
書
が
、

外
国
人
の
追
放
の
禁
止
(
一
条
)
、
上
訴
の
権
利
(
二
条
)
、
刑
事
補
償
(
三

条
)
、
一
事
不
再
理
(
四
条
)
、
配
偶
者
の
平
等
(
五
条
)
を
規
定
し
て
い

る。

個
人
の
申
立
権

欧
州
人
権
条
約
は
、
締
約
国
に
よ
る
申
立
(
一
一
四
条
)
の
他
に
、
二
五

条
に
お
い
て
、
「
こ
の
条
約
に
定
め
る
権
利
が
締
約
国
の
一
に
よ
っ
て
侵

(
m
N
)
 

害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
自
然
人
、
非
政
府
団
体
又
は
個
人
の
集
団
」
に
よ

る
申
立
に
つ
い
て
の
欧
州
人
権
委
員
会
の
管
轄
権
を
規
定
す
る
。
こ
の
二

五
条
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
四
六
条
と
と
も
に
選
択

北法46(3・233)667
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条
項
で
あ
る
。
ま
た
、
申
立
は
、
本
条
に
つ
い
て
受
諾
宣
言
を
し
て
い
る

締
約
国
に
関
し
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
(
二
五
条
一
項
)
0

し
か
し
、

現
在
は
、
四
六
条
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
締
約
国
に
よ
っ
て
受
諾
宣
言
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宣
言
は
、
「
特
定
の
期
間
を
付
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
」
(
二
五
条
二
項
)
、
実
際
に
、
多
く
の
締
約
国
が
、
二
年
、
三
年
、

あ
る
い
は
五
年
の
期
間
を
付
し
て
行
っ
て
い
る
。
申
立
は
、
「
囲
内
的
な

救
済
指
置
が
尽
く
さ
れ
た
後
で
」
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
(
二

六
条
)
。
欧
州
人
権
委
員
会
は
、
申
立
に
つ
い
て
、
関
係
国
と
の
聞
で
の

友
好
的
解
決
(
二
八
条
、
一
二

O
条
)
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
欧
州
審
議

会
の
閣
僚
委
員
会
に
対
し
て
、
条
約
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
の
意
見
を
報

告
す
る
(
一
一
二
条
)
。
そ
の
後
、
欧
州
人
権
委
員
会
ま
た
は
関
係
締
約
国

に
よ
っ
て
欧
州
人
権
裁
判
所
に
対
す
る
付
託
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

閣
僚
委
員
会
が
条
約
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
決
定
を
下
し
、
違
反
が
あ
っ

た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
関
係
締
約
国
が
と
る
べ
き
措
置
を
定
め
、
そ
の

施
行
を
監
視
す
る
(
一
二
二
条
)
。
欧
州
人
権
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
場
合

に
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
当
事
者
は
欧
州
人
権
委
員
会
と
関
係
締
約
国
で

あ
っ
て
、
申
立
人
は
含
ま
れ
な
い
(
四
八
条
)
。
し
か
し
、
申
立
人
に
対

し
て
は
、
書
面
に
よ
る
意
見
提
出
や
口
頭
手
続
に
お
け
る
意
見
聴
取
が
事

実
上
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
九
議
定
書
が
一
九
九
四
年
一

O
月
に
発
効
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
批
准
し
た
締
約
国
に
関
す
る

申
立
に
お
い
て
は
、
申
立
人
も
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
当
事
者
と
な

る
こ
と
が
正
式
に
認
め
ら
れ
る
。
締
約
国
に
は
欧
州
人
権
裁
判
所
判
決
の

遵
守
が
求
め
ら
れ
(
五
三
条
)
、
閣
僚
委
員
会
が
「
そ
の
執
行
を
監
視
す
る
」

(η) 

(
五
四
条
)
。
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(η) 

「
正
当
な
満
足
」

欧
州
人
権
条
約
五

O
条
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
条
約
違
反
を
認
定
し

た
場
合
、
「
締
約
国
の
国
内
法
が
こ
の
決
定
又
は
措
置
の
結
果
に
対
し
て

部
分
的
賠
償
が
な
さ
れ
る
こ
と
し
か
認
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所

の
決
定
は
、
必
要
な
場
合
、
被
害
当
事
者
に
対
し
て
正
当
な
満
足
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
欧
州
人
権

裁
判
所
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
第
九
議
定
書
成
立
ま
で
は
、
個
人
は
当

事
者
資
格
を
有
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
判
決
は
、
欧
州
人
権
条
約
違

反
の
存
在
を
認
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
関
係
締
約
国
の
国
法
体
系
に
お
い

て
直
接
に
法
的
効
力
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
欧
州
人
権
裁

判
所
は
、
上
述
の
よ
う
に
個
人
に
実
質
的
に
当
事
者
資
格
を
認
め
る
方
向

に
進
む
と
と
も
に
、
正
当
な
満
足
の
付
与
に
よ
っ
て
、
被
害
当
事
者
た
る

(
刀
)

個
人
の
救
済
へ
の
道
を
開
い
て
き
た
の
で
あ
る
。



第

款

実
施
機
構

国法体系における条約の適用(1)

「
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
機
構
」

欧
州
人
権
条
約
の
実
施
機
構
は
、
そ
の
所
在
地
に
因
ん
で
、
「
ス
ト
ラ

ス
プ
ー
ル
機
構
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
欧
州
人
権
条
約
は
、
そ
の
第
二
節
一

(

九

)

(

花

)

九
条
に
お
い
て
欧
州
人
権
委
員
会
と
欧
州
人
権
裁
判
所
の
創
設
を
定
め
、

以
下
、
第
三
節
お
よ
び
第
四
節
に
お
い
て
各
々
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
す

る
。
さ
ら
に
、
欧
州
審
議
会
の
閣
僚
委
員
会
も
、
欧
州
人
権
条
約
の
実
施

機
構
を
構
成
す
る
(
一
二
三
条
、
五
四
条
)
。
欧
州
人
権
条
約
は
、
人
権
保

(
祁
)

護
の
「
集
団
的
実
施
」
を
重
視
し
て
お
り
、
欧
州
人
権
条
約
の
条
文
中
、

実
体
規
定
が
一
節
一
七
カ
条
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
施
機
構
に
は
計
一
一
一

節
三
八
カ
条
が
充
て
ら
れ
、
議
定
書
も
、
第
二
、
第
一
二
、
第
五
、
第
八
、

第
九
、
第
一

O
、
お
よ
び
第
一
一
議
定
書
が
実
施
機
構
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
。

圏
内
機
関
と
の
関
係

欧
州
人
権
条
約
の
目
的
は
、
締
約
国
の
管
轄
権
内
に
あ
る
人
々
と
の
関

係
に
お
い
て
締
約
国
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
べ
き
一
定
の
国
際
基
準
を
規
定

す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
絶
対
的
な
一
致
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
せ
ず
、
締
約
国
は
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
措
置
を
選
択
す
る

自
由
を
保
持
し
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
締
約
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
囲
内
法
の

(
打
)

特
質
を
忘
却
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
共
通
の
最
小
限

(
花
)

の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
人
権

条
約
上
の
権
利
は
、
ま
ず
第
一
に
各
締
約
国
の
圏
内
機
関
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
欧
州
人
権
条
約
機
構
は
各
国
に
よ
る
実
施
を

監
視
し
、
囲
内
で
は
十
分
な
保
障
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
、
自

ら
そ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
欧
州
共
同
体
が
、
国
内
法
の
調
和
化
に
大
き
な
力
を
有
す
る

こ
と
と
の
比
較
に
お
い
て
、
欧
州
人
権
条
約
機
構
の
権
限
強
化
を
主
張
す

る
見
解
も
示
さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
、
欧
州
裁

(

乃

)

(

初

)

判
所
が
欧
州
経
済
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
一
七
七
条
に
基
づ
い
て
有
す

る
、
囲
内
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
に
関
し
て
先
行
判
決
を
行
う
権
限
に
類

似
の
制
度
、
つ
ま
り
国
内
裁
判
所
が
欧
州
人
権
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
欧

州
人
権
裁
判
所
に
照
会
す
る
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

(

創

)

へ

位

)

見
解
が
注
目
さ
れ
る
。

機
構
改
革
|
|
第
二
議
定
書
|
|

欧
州
人
権
条
約
機
構
は
、
締
約
国
の
増
加
と
個
人
申
立
制
度
の
周
知
度

の
向
上
に
よ
る
申
立
件
数
の
増
加
に
よ
っ
て
、
そ
の
能
力
の
限
界
に
達
し

つ
つ
あ
り
、
抜
本
的
な
機
構
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
現
行
の
欧
州
人
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権
委
員
会
と
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
る
重
層
的
な
手
続
ゃ
、
裁
判
官
が
専

任
で
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
申
立
処
理
の
長
期
化
を
生
じ
、
未
処
理
件
数

の
増
加
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
四
年
五
月
に
第
一
一
議
定
書
が
署
名
さ
れ
、
個
人
申

立
お
よ
び
国
家
申
立
に
関
し
て
、
常
設
か
つ
単
一
の
実
施
機
構
と
し
て
、

新
た
な
欧
州
人
権
裁
判
所
の
創
設
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
手
続
の
簡

素
化
を
狙
っ
て
従
来
の
機
構
を
根
底
か
ら
変
更
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
完

(
邸
)

全
に
新
し
い
制
度
が
創
設
さ
れ
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

新
た
な
欧
州
人
権
裁
判
所
に
は
、
三
名
の
裁
判
官
か
ら
な
る
委
員
会
、

七
名
か
ら
な
る
小
法
廷
、
一
七
名
か
ら
な
る
大
法
廷
が
設
け
ら
れ
る
。
委

員
会
は
、
従
来
の
欧
州
人
権
委
員
会
に
代
わ
っ
て
、
申
立
の
受
理
可
能
性

に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
理
が
認
め
ら
れ
、
明
ら
か
に
理

由
の
な
い
申
立
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
立
は
小
法

廷
に
送
付
さ
れ
、
こ
こ
で
友
好
的
解
決
が
は
か
ら
れ
る
。
友
好
的
解
決
に

成
功
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
通
常
は
小
法
廷
に
よ
っ
て
判
決
が
下
さ
れ

る
。
な
お
、
小
法
廷
は
、
手
続
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
、
本
案
と

は
別
個
に
、
受
理
可
能
性
に
つ
い
て
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
判

例
を
変
更
す
る
場
合
、
お
よ
び
非
常
に
重
要
な
事
案
の
場
合
に
は
、
大
法

廷
に
送
付
さ
れ
る
。
ま
た
、
小
法
廷
の
判
決
の
後
で
も
、
重
要
な
事
案
の

場
合
に
は
、
例
外
的
に
大
法
廷
へ
の
送
付
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
で
、

閣
僚
委
員
会
に
よ
る
決
定
(
現
行
三
二
条
)
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
閣
僚

委
員
会
の
欧
州
人
権
条
約
実
施
機
構
と
し
て
の
権
限
は
、
締
約
固
に
よ
る

判
決
の
履
行
の
監
視
の
み
と
な
る
。

な
お
、
こ
の
改
革
議
定
書
の
発
効
に
は
、
全
欧
州
人
権
条
約
締
約
国
に

よ
る
批
准
が
必
要
で
あ
る
。
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国法体系における条約の適用(1)
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そ
の
他
、
欧
州
人
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約
に
関
し
て
は
、
判
例
紹
介
等
も
含
め

多
数
の
論
稿
が
存
在
す
る
が
、
紙
数
の
関
係
上
、
他
の
筒
所
で
引

用
し
た
も
の
の
他
、
ご
く
一
部
の
み
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
ざ
る
を

得
な
い
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国法体系における条約の適用(1)
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い
る
が
、

(UOEE

C

問問山口「
C
H
)市
¥

(

リ

D
口日
2
-
P
L
同=吋
O

匂
巾
¥
開
己
「
。
唱
曲
『
回
同
に
つ
い
て
は
、

「
欧
州
審
議
会
L

、
「
欧
州
理
事
会
」
、
「
欧
州
評
議
会
」
、
「
欧
州
協

議
会
」
、
「
欧
州
会
議
」
、
「
欧
州
議
会
」
等
、
様
々
な
訳
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
欧
州
連
合
の
「
欧
州
理
事
会
」
と
の
区

別
の
観
点
を
重
視
し
て
、
「
欧
州
理
事
会
」
を
除
く
も
の
の
う
ち
、

最
も
使
用
さ
れ
る
頻
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
「
欧
州
審
議
会
」

を
選
択
し
て
い
る
。

(
日
)
欧
州
審
議
会
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
高
野
雄
一
『
国
際
組
織
法
』

〔
新
版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
七
五
年
)
四
七
七
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
香
西
茂
H
安
藤
仁
介
編
集
代
表
『
国
際
機
構
条
約
・
資
料
集
』

(
東
信
堂
・
一
九
八
六
年
)
二
三
二
頁
以
下
参
照
。

(
訂
)
な
お
、
こ
の
う
ち
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
を
除
く
コ
一

O

カ
国
が
欧
州
人
権
条
約
締
約
国
で
あ
る
。

(
臼
)
「
協
議
総
会
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

(
印
)
一
九
七
四
年
以
降
、
審
議
会
規
程
の
改
正
は
行
わ
な
い
ま
ま
、

「
議
員
会
議

(3
ュS
B
g
gミ
〉
凹
的
巾
昌
三
可
)
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
香
西
H
安
藤
編
集
代
表
・
前
掲
書
(
註
日
)
一
一
一
一
一
四
頁
。

(
印
)
欧
州
人
権
条
約
の
他
に
、
欧
州
社
会
憲
章
お
よ
び
そ
の
追
加
議

定
書
、
拷
問
及
び
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱

又
は
刑
罰
の
防
止
の
た
め
の
欧
州
条
約
(
拷
問
等
防
止
欧
州
条
約
)
、

な
ら
び
に
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
欧
州
条
約
等
も
欧
州

審
議
会
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
本
稿
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
「
欧
州
人
権
条
約
」
の
語
は
、

そ
の
議
定
書
も
含
む
も
の
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
が
、
本
款

ニ
お
よ
び
三
に
お
い
て
は
、
議
定
書
を
含
ま
な
い
意
味
で
用
い
る

こ
と
と
す
る
。

(
位
)
邦
訳
は
、
田
畑
・
前
掲
書
(
註
臼
)
一
四
三
頁
に
よ
る
。

(
臼
)
邦
訳
は
、
山
本
編
集
代
表
・
前
掲
書
(
註
日
)
四
七
五
頁
に
よ
る
。

(
臼
)
英
語
で
は
司
『
♀

cg-
フ
ラ
ン
ス
一
誌
で
は
同
U
S
E
S
-
m
だ
が
、
ド

イ
ツ
で
は

N
E
Z
R
胃
o
g
r
o
-
-
(
N
司
)
(
追
加
議
定
書
)
と
呼
ば
れ
る

こ
と
が
多
い
。

(
閃
)
各
議
定
書
の
署
名
・
発
効
の
日
付
、
お
よ
び
各
国
の
批
准
状
況

に
つ
い
て
は
、

E
の河

N
E
E
-
2
2
参
照
。

(
印
)
正
式
に
は
、
「
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
条
約
に

つ
い
て
の
第
一
議
定
書
」
。
以
下
、
各
議
定
書
と
も
同
じ
。

(
肝
)
保
護
さ
れ
る
権
利
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
節
第
二
款
一
(
二

三
三
頁
)
参
照
。
第
四
、
第
六
、
お
よ
び
第
七
議
定
書
に
つ
い
て

も
同
じ
。

(
回
)
た
だ
し
、
未
だ
欧
州
人
権
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
が
要
請
さ
れ

た
こ
と
は
な
い
。
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(
印
)
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
薬
師
寺
公
夫
「
人
権
裁
判
所
に
対
す

る
個
人
の
訴
権
(
ヨ

l
ロ
y

パ
人
権
条
約
第
九
議
定
書
)
」
立
命
二

一
七
号
(
一
九
九
一
年
)
一
一
四
頁
以
下
参
照
。

(
叩
)
本
稿
に
お
い
て
は
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
の
邦
訳
は
、
田
畑
茂

二
郎
H
竹
本
正
幸
H
松
井
芳
郎
H
薬
師
寺
公
夫
編
『
国
際
人
権
条

約
・
宣
言
集
』
〔
第
二
版
〕
(
東
信
堂
・
一
九
九
四
年
)
に
よ
る
。

(
引
)
欧
州
人
権
条
約
に
お
け
る
申
立
手
続
の
進
行
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
藤
田
・
前
掲
書
(
註
臼
)
一
四
四
頁
以
下
参
照
。

(η)
』巴印円山田江田『山門片岡
O

口¥印白片岡印町田
2
5
ロ

Z
5
g
Z巾
¥
伺
巾
『
内
円
宮
町
開
口
a

門的内
Fbbp
宮
口
問
に
つ
い
て
、
邦
訳
と
し
て
は
、
「
正
当
な
満
足
」
と

す
る
も
の
と
「
公
正
な
満
足
」
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
本
稿

で
は
、
前
掲
条
約
集
(
註
刊
)
の
訳
語
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

外
務
省
仮
訳
(
外
務
省
条
約
集
三

O
集
四
四
巻
(
一

O
O
三
)
)
で

は
「
公
正
な
満
足
」
で
あ
る
。

(η)
詳
し
く
は
、
佐
藤
文
夫
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
と
個
人

|
|
「
公
正
な
満
足
」
付
与
の
問
題
を
中
心
に
|
|
」
成
城
七
号

二
九
八

O
年
)
一

O
七
頁
以
下
参
照
。

(
九
)
開
口
「
OH)
巾陪ロ

(
V
O
B
B
Z
M
5
ロ
C
『
出
E
E
白
口
河
信
E
Z
¥
(い
O自
B
Z
印』
O
ロ

巾=「
ouamm山口口市色町田品「
C
F
Z
岳山一
d
o
g
B
巾
¥
開
口
『
C
℃
即
日
目
門
町
内
円
問
。
ョ
ヨ
ロ
・

色。口内陸『

ζ
g凶円『巾ロ「巾円『丹市

(
九
)
開
ロ
『
白
目
)
巾
白
ロ

n
o
ロ
『
件
。
間
口
己
呂
田
口
河
】
m
F
Z
¥
(
U
O
E
円内ロ『白百九山市ロロ巾

円凶巾印己「
O
同
広
島
m
w
-
d
c
E
B
m
¥
何

E
「。司
UFU円F
2
.
。巾コ円
E
Z
E
C
『『世間-

F
T山口印円宮内ロ「巾円
FCU

(
河
)
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
対
イ
ギ
リ
ス
事
件
に
お
け
る
、
欧
州
人
権
裁
判

所
一
九
七
八
年
一
月
一
八
日
判
決

(
N
印
印
巾
ユ

g
k「
き
(
邑
寸
∞
)

)

0

(
打
)
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
事
件
に
お
け
る
、
欧
州
人
権
裁
判
所
一

九
七
九
年
四
月
二
六
日
判
決

(ω
。

rコ
g
〉

ω
ア
ω
∞
(53))
。

(
花
)
欧
州
人
権
条
約
前
文
、
六

O
条。

(乃
)
E
C
/
E
U
の
固
有
の
機
関
で
あ
り
、
条
約
上
は
、
単
に
「
裁

判
所
」
と
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
開

E
E宮
市
自
の

2
2

0

『』ロ凹
Z
2
w
(
開。』
)
¥
h
o
E
「
(
芯
』
己
目
C
円
巾
己
巾
目
。
。
ョ
ヨ
E
ロ田口広明

2
「c
u
b
g
ロ巾印

(
Q
(
U肘)¥閉山口『
D
E
Z
n
F
m
『
の
巾
『
王
国
昨
日
F
C
『(明
E
C国
)

と
呼
ば
れ
、

E

C
裁
判
所
/

E

U
裁
判
所
と
邦
訳
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
。
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
欧
州
人
権
裁
判
所
と
欧
州
裁
判
所
は

別
個
の
機
関
で
あ
り
、
組
織
的
な
つ
な
が
り
も
存
し
な
い
。
欧
州

人
権
裁
判
所
が
そ
の
所
在
地
に
因
ん
で
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
裁
判
所

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
欧
州
裁
判
所
も
同
様
に

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
裁
判
所
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(
別
)
現
在
は
、
欧
州
連
合
条
約
(
い
わ
ゆ
る
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
)

に
よ
り
、
「
欧
州
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
」
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
E
E
C
条
約
/

E

C
条
約
で
あ
り
、
「
E

C
の
憲
法
」
と

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ー
マ
条
約
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
欧
州
人
権
条
約
も
署
名
が
行
わ
れ
た
の
は
ロ

l
マ
で
あ
り
、

こ
ち
ら
も
ロ

l
マ
条
約
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(剖
)
]
c
n
F
S
〉

σ『
司

3
4々
2
p

コH
h
h
5
8
2
R司
臼
阜
、
ミ
弘
司

t
e
s
h
§

ー

的咋ミミ

8
5』吉田町、

H

室、
q
A
¥
h
p
町
内
喜
志
ミ
札
S
・
戸
口
〉
・
戸
問
。
町
内
ユ
印
。
ロ
噂
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け
国
際
人
権
条
約
が
園
内
適
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
に
関
し
て
、
欧

州
人
権
条
約
の
国
内
適
用
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
瞥
見
す
る
こ
と

と
す
る
。

欧
州
人
権
条
約
は
、
伝
統
的
に
憲
法
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
法
領
域
で
あ

る
と
こ
ろ
の
、
国
家
に
対
す
る
個
人
の
権
利
保
護
に
関
わ
る
国
際
文
窪
田
で

(
制
)

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
欧
州
人
権
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
人
権
条
約
に

つ
い
て
、
国
際
的
実
施
を
確
保
す
る
機
構
が
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
は
、

一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
際
的
な
司
法
制
度
が
存
し
な

い
な
ら
ば
、
締
約
国
は
そ
の
条
約
の
解
釈
に
際
し
て
広
範
な
裁
量
を
有
し

う
る
こ
と
と
な
り
、
当
該
条
約
と
問
題
と
な
っ
て
い
る
園
内
法
と
は
矛
盾

し
な
い
と
い
う
解
釈
の
下
で
、
実
際
に
は
条
約
に
適
合
し
な
い
圏
内
法
を

(
お
)

維
持
し
う
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
歴
史
的
に
見
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
際
人

権
条
約
の
有
効
性
は
、
政
府
の
権
限
行
使
に
対
す
る
、
何
ら
か
の
形
で
の

(
鉛
)

外
的
な
監
視
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
欧
州
人
権
条
約
は

優
れ
た
国
際
的
実
施
機
構
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欧
州
人
権
条
約
の
目
的
は
、
締
約
国
が
国
際

法
上
の
み
な
ら
ず
圏
内
的
に
も
ま
た
欧
州
人
権
条
約
に
拘
束
さ
れ
て
い
る

場
合
に
の
み
完
全
に
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
囲
内
法
の
欧
州
人
権
条
約

と
の
適
合
性
が
囲
内
裁
判
所
に
お
い
て
審
査
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
、
大
き

(
釘
)

な
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
際
法
上
の
権
利
保
護
の
存
在
は
、

欧
州
人
権
条
約
の
適
用
が
専
ら
X
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
機
構
に
お
け
る
問
題
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
欧
州
人
権
条
約
の
保
護
は
、
ま
ず
第
一

(∞∞) 

に
囲
内
裁
判
所
の
責
務
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
圏
内
裁
判
所
は
欧
州
人
権

(
別
)

条
約
の
権
利
保
護
機
構
に
お
け
る
第
一
段
階
の
機
能
を
有
す
る
、
と
さ
れ

る
。
圏
内
法
が
欧
州
人
権
条
約
と
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
保
護
を
規
定

し
て
い
る
と
い
う
旨
の
国
家
の
主
張
は
、
そ
れ
が
圏
内
裁
判
所
に
お
い
て

審
査
さ
れ
う
る
の
で
な
い
限
り
、
何
ら
法
的
意
義
は
な
い
。
国
家
の
そ
の

よ
う
な
主
張
が
真
実
か
否
か
を
判
断
す
る
に
は
、
締
約
国
の
実
行
の
詳
細

一ω)

な
審
査
が
必
要
で
あ
り
、
欧
州
人
権
条
約
規
定
を
援
用
し
て
司
法
的
に
決

(
引
)

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
欧
州
人
権
条
約
が
圏
内
的
効
力
を
有
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
司
法
的
決
定
を
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
機
構
の
判
断
ま
で

(
幻
)

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
欧
州
人
権
条
約
の
意
義
は
著
し
く
低
下
す

(
m
m
)
 

る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
規
範
的
理
由
づ
け
の
他
に
、
欧
州
人
権
条
約
の
園
内
適
用

(
似
)

の
意
義
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、

主
権
的
観
点
、
す
な
わ
ち
関
係
当
事
国
自
身
の
保
護
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

条
約
違
反
が
申
立
て
ら
れ
た
場
合
、
当
事
国
は
、
国
際
機
構
が
当
該
問
題

に
取
り
組
む
前
に
そ
れ
に
つ
い
て
結
論
を
下
す
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
訴
訟
経
済
的
観
点
、
す
な
わ
ち
欧
州
人
権
条
約

機
構
の
負
担
軽
減
で
あ
る
。
第
三
に
、
事
案
に
対
す
る
近
接
性
の
観
点
、



国法体系における条約の適用(1)

す
な
わ
ち
当
該
事
案
が
、
後
に
欧
州
人
権
条
約
機
構
に
申
立
て
ら
れ
た
場

合
、
事
実
お
よ
び
法
的
文
脈
に
つ
い
て
の
囲
内
裁
判
所
か
ら
欧
州
人
権
条

約
機
構
へ
の
情
報
提
供
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
、
権
利
保

護
の
強
化
に
つ
い
て
の
実
質
的
観
点
、
す
な
わ
ち
欧
州
人
権
条
約
上
の
権

利
の
徹
底
的
な
日
常
的
効
果
の
追
求
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
欧
州
人
権
条
約

は
、
一
般
に
よ
り
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
る
国
内
機
関
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
よ
く
明
確
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

(
M
N
)
 

の
際
、
市
民
に
は
、
迅
速
か
つ
実
効
的
な
解
決
と
い
う
利
点
も
存
す
る
。

し
か
し
、
欧
州
人
権
条
約
は
、
そ
の
国
内
適
用
の
承
認
を
も
っ
て
満
足

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
日
、
次
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
締

約
国
の
憲
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
が
第
三
章
で
扱
う
の
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の

議
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
調

和
化
に
関
す
る
、
他
の
欧
州
諸
国
の
例
を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

第

款

欧
州
人
権
条
約
の
国
内
適
用
に
際
し
て
の

憲
法
と
の
調
和
化

フ
ラ
ン
ス

(
%
)
 

第
五
共
和
制
憲
法
は
、
「
自
ら
の
伝
統
に
忠
実
な
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、

国
際
公
法
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
」
と
す
る
第
四
共
和
制
憲
法
前
文
を
確

認
し
つ
つ
、
五
五
条
に
お
い
て
、
「
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ

た
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ
る
各
条
約
も
し
く
は
各
協

定
の
施
行
を
留
保
条
件
と
し
て
、
公
示
後
直
ち
に
、
法
律
の
権
威
に
優
越

す
る
権
威
を
も
っ
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
憲
法
規
定
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
ま
で
、

法
律
に
対
す
る
条
約
の
優
位
は
、
完
全
に
は
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
と
法
律
の
違
憲
審
査
と
が
同
視
さ

れ
、
そ
れ
ら
は
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
い
て
は
憲
法
院
の
権
限
に
属
す
る

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
七
五
年
に
憲
法
院
が
法
律

の
条
約
適
合
性
審
査
は
憲
法
院
の
権
限
で
は
な
い
と
判
断
し
た
た
め
、
破

段
院
は
、
直
ち
に
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
開
始
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
も
、
つ
い
に
一
九
八
九
年
に
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
の
原
則
の
実

(
幻
)

施
に
踏
み
切
っ
た
。
一
方
、
一
九
七
五
年
の
憲
法
院
判
決
以
前
の
段
階
に

お
い
て
、
主
に
、
憲
法
五
五
条
を
通
じ
て
条
約
違
反
を
憲
法
違
反
と
同
視

す
る
と
い
う
構
成
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
に
よ
る
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査

(
m
m
)
 

を
理
由
づ
け
る
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
少
な
か
ら
ぬ
見
解
が
、
フ
ラ

(
m
m
)
 

ン
ス
が
締
結
し
た
条
約
に
違
反
す
る
法
律
は
、
違
憲
で
あ
る
と
し
、
憲
法

(
削
)

院
が
、
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
六

一
条
に
よ
れ
ば
憲
法
院
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
憲
法
適
合
性
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(
肌
)

は
、
五
五
条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
「
法
律
の
権
威
に
優
越
す
る
権
威
を
も
っ
」

条
文
へ
の
適
合
性
を
含
む
と
い
う
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ

(
問

)(m)

れ
た
の
で
あ
る
。

今
日
も
、
憲
法
院
は
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と

す
る
見
解
が
存
在
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
見
解
は
、
特
に
国
際
人
権
条
約

に
対
す
る
法
律
の
適
合
性
確
保
を
重
視
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
六
一
条
に

お
け
る
審
査
に
際
し
て
、
五
五
条
が
条
約
の
対
法
律
優
位
の
原
則
を
明
言

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
院
が
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
行

わ
な
い
こ
と
は
、
二
国
間
条
約
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
、
ま
た
、
多
国
間

条
約
に
つ
い
て
も
辛
う
じ
て
承
認
し
う
る
が
、
国
際
人
権
条
約
に
つ
い
て

(
刷
)

は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
欧
州
人
権
条
約
を
い
わ
ゆ

(
附
)

る
憲
法
ブ
ロ
ッ
ク
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国

際
人
権
条
約
に
関
し
て
は
、
第
一
に
、
国
際
人
権
条
約
に
は
一
九
七
五
年

の
憲
法
院
判
例
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
国
際
人

権
条
約
違
反
の
法
律
を
憲
法
五
五
条
違
反
と
し
て
六
一
条
の
手
続
の
下
に

お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
人
権
条
約
の
憲
法
的
価
値
を
承
認
す
べ
き
で

あ
り
、
第
二
に
、
特
に
欧
州
人
権
条
約
に
つ
い
て
は
、
憲
法
前
文
と
同
様

に
、
ま
た
近
年
で
は
欧
州
連
合
に
関
す
る
議
論
を
背
景
と
し
て
、
こ
れ
を

(
胤
)

憲
法
ブ
ロ
ッ
ク
に
統
合
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン

ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、
国
際
人
権
文
書
を
憲
法
お
よ
び
法
律
の
解
釈
基
準
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
憲
法
に
明
文
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
の
対
象
と
な
る
国
際
人
権
文
書
は
、
世
界
人
権
宣
言
に
限
定
さ
れ
て
い

る
。
一
九
七
六
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
憲
法
一
六
条
二
項
は
、
一
九
八
二
年
の

改
正
以
降
も
同
様
に
、
「
基
本
的
権
利
に
関
す
る
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
は
、

世
界
人
権
宣
言
と
調
和
す
る
よ
う
に
解
釈
し
、
且
つ
統
合
し
な
け
れ
ば
な

(

間

山

)

ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
続
い
て
ス
ペ
イ
ン
も
、
国
際
人
権
文
書
を
憲
法
の
解
釈

基
準
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
憲
法
に
明
文
の
規
定
を
設
け
た
。
一
九
七

八
年
の
ス
ペ
イ
ン
憲
法
一

O
条
二
項
は
、
「
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
権

利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
規
定
は
、
世
界
人
権
宣
言
な
ら
び
に
ス
ペ
イ
ン

が
批
准
し
た
人
権
に
関
す
る
国
際
条
約
お
よ
び
国
際
協
定
に
従
っ
て
、
こ

(
山
間
)

れ
を
解
釈
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

ス
ペ
イ
ン
の
場
合
、
も
と
も
と
、
条
約
は
対
法
律
優
位
を
享
受
す
る
が
、

こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
と
も
に
、
国
際
人
権
文
書
の
実
質

(
瑚
)

的
内
容
が
間
接
的
に
憲
法
化
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
所
は
、
一
九
七
九
年
以
来
、
こ
の
解
釈
規
則
に
よ
っ

て
、
世
界
人
権
宣
言
、
自
由
権
規
約
、

I
L
O
条
約
、
欧
州
人
権
条
約
等

(
川
)

を
援
用
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
特
に
、
一
九
八
五
年
二
一
月
一
ム
ハ
日
の
最
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高
裁
判
所
判
決
は
、
自
由
権
規
約
と
欧
州
人
権
条
約
に
、
準
憲
法
的
地
位

(
川
)

を
認
め
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
憲
法
裁
判
所
も
ま
た
、
一
九
八
一
年
の
判

(
山
)
(
出
)

決
以
来
、
こ
の
解
釈
規
則
を
適
用
し
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
に
、
国
際
人
権
文
書
を
憲
法
の
解
釈

基
準
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九
四

八
年
の
イ
タ
リ
ア
憲
法
も
ま
た
、
そ
の
一

O
条
一
項
に
お
い
て
、
「
イ
タ

(
川
川
)

リ
ア
の
法
制
度
は
一
般
に
承
認
さ
れ
た
国
際
法
規
に
し
た
が
う
」
と
規
定

(
出
)

し
て
い
る
。

国法体系における条約の適用(1)

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
条
約
は
、
一
般
に
、
法
律
と
同
位
と
さ
れ
る

の
に
対
し
、
こ
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
憲
法
的
地
位

な
い
し
は
準
憲
法
的
地
位
を
承
認
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
が
あ
る
も
の
の
、

憲
法
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
憲
法
的
地
位
を
否
定
し
て
い
る
と
さ

(
川
)

れ
る
。ま

た
、
憲
法
一

O
条
二
項
は
、
「
外
国
人
の
法
的
地
位
は
、
国
際
法
規

お
よ
び
条
約
に
し
た
が
い
、
法
律
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

第

款

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る

欧
州
人
権
条
約
の
囲
内
適
用

締
約
状
況

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
欧
州
人
権
条
約
発
効
時
の
原
加
盟
国
一

0
カ

国
の
一
つ
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
八
月
七
日
に
、
基
本
法
五
九
条
二
項
に

(
山
)

従
っ
て
法
律
の
形
式
で
の
同
意
が
な
さ
れ
、
同
年
二
一
月
五
日
に
、
欧
州

審
議
会
事
務
総
長
に
批
准
書
が
寄
託
さ
れ
た
。

個
人
の
申
立
権
に
関
す
る
欧
州
人
権
条
約
二
五
条
、
お
よ
び
欧
州
人
権

裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
四
六
条
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
五
年
七
月
五

日
に
最
初
の
受
諾
宣
言
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
宣
言
は
更
新
さ
れ
、
最

新
の
宣
言
は
、
一
九
九
四
年
七
月
一
日
に
、
五
年
の
期
限
を
も
っ
て
な
さ

1
た。

欧
州
人
権
条
約
の
受
容

(
川
)

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
条
約
の
国
法
秩
序
へ
の
受

(

問

)

(

別

)

容
に
つ
い
て
、
承
認
法
に
よ
る
受
容
方
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
欧
州
人
権

条
約
の
起
草
後
、
連
邦
政
府
の
法
案
提
出
を
待
た
ず
に
、
全
会
派
が
主
導

(m) 

権
を
握
り
、
自
ら
同
意
法
律
案
を
提
出
し
た
。

同
意
法
律
が
果
た
す
機
能
と
し
て
は
、
連
邦
大
統
領
へ
の
当
該
条
約
に
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つ
い
て
の
批
准
権
限
付
与
と
、
当
該
条
約
の
ド
イ
ツ
法
秩
序
へ
の
受
容
と

(
印
)

が
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
同
意
法
律
が
成
立
し
て
い
て
も
、
受
容
の
効
力

は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
対
す
る
国
際
法
上
の
拘
束
力
の
発
生
後
に
生

(
凶
)

じ
る
と
い
う
こ
と
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
圏
内
的
効
力
の
発
生
は
、
欧
州

(
肌
)

人
権
条
約
が
国
際
法
上
発
効
し
た
一
九
五
三
年
九
月
三
日
で
あ
る
。

三

問

題

点

川
基
本
法
規
定

国
際
法
の
国
法
秩
序
へ
の
受
容
に
関
す
る
基
本
法
規
定
と
し
て
は
、

「
国
際
法
の
一
般
原
則
は
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
法

律
に
優
先
し
、
連
邦
領
域
の
住
民
に
対
し
て
直
接
に
権
利
・
義
務
を
生
ぜ

(
邸
)

し
め
る
」
と
す
る
こ
五
条
と
、
「
連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
し
、
ま
た
は
、

連
邦
の
立
法
の
対
象
に
か
か
わ
る
条
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
連
邦
の
立
法
に
つ

い
て
権
限
を
有
す
る
機
関
の
、
連
邦
法
律
の
形
式
で
の
同
意
ま
た
は
協
力

を
必
要
と
す
る
。
行
政
協
定
に
つ
い
て
は
、
連
邦
行
政
に
関
す
る
規
定
が

準
用
さ
れ
る
」
と
す
る
五
九
条
二
項
が
存
す
る
。
一
般
に
、
慣
習
国
際
法

に
つ
い
て
は
前
者
が
、
条
約
に
つ
い
て
は
後
者
が
適
用
さ
れ
る
。

受
容
さ
れ
た
国
際
法
規
範
の
国
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
お
け
る
地
位
に

つ
い
て
は
、
二
五
条
が
連
邦
法
律
に
対
す
る
寸
国
際
法
の
一
般
原
則
」
の

優
位
を
規
定
す
る
の
に
対
し
て
、
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
明
示

さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
判
例
お
よ
び
通
説
に
よ
れ
ば
、
連
邦
法
律
と
同
位
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と
さ
れ
る
。

凶
後
法
優
越
の
原
則

条
約
と
連
邦
法
律
が
同
位
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
条
約
と
連
邦
法
律
の
形

式
的
効
力
が
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
一
般
に
は
、
両
者
の
聞
に
矛

盾
・
抵
触
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
後
法
優
越
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
条
約
は
後
法
た
る
連
邦
法
律
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

が
、
は
た
し
て
欧
州
人
権
条
約
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
さ
れ
て
よ
い
の
か

(
郎
)

が
問
題
と
な
る
。

川
憲
法
異
議

欧
州
人
権
条
約
違
反
を
理
由
と
し
て
、
基
本
法
の
基
本
権
が
侵
害
さ
れ

(
凶
)

た
場
合
と
同
様
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
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Thema Volkerrecht und Landesrecht (Berlin， Duncker & 

Humblot， 1993) S. 21 

(毘)Klein (Anm. 81) S. 44 ; Heribert Gols!Jl1，g， Die Europa-

ische Menschenrechtskonvention vor den nationalen Ge-

richten， DVBl 1958，809 (811) 

(g) Buergenthal， The EfJ告ctof the Eurotean C!JI1，世間ti側 !JI1， 

Human Rights at 106 (cited in note 87) 

(京)Id. at 83. 
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4君子。o J. E. S. Fawcett， The Applicati!Jl1， of the Europe叩 C!JI1，

venti!Jl1， !JI1， Human Rights 6 (Clarendon Press， 1987) 。制~，.
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zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten， 

Jahrbuch des offentlichen Rechts der Gegenward 10 

U側 ti側仰 DomesticLaw 22 (Clarendon Press， 1983). 

(昆)Thomas Buergenthal， Human Rights: The European C仰・

U仰 ti側 andits Nati!Jl1，al A伸licati!Jl1" 18 The American 

Journal of Comparative Law 233， 235 (1970). Buergenthal 
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paischen Menschenrechtskonve凶 on (Berlin， Duncker & 
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切 れti!Jl1， !JI1， H叫叩仰 Rights79， 106 (1965) do.， The 

Domestic Status 01 the European C仰 venti側!JI1， Human 

Rights: A SeC(md Look， 7 Journal of the International Com-

mission of Jurists 55. 96 (1966) 
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効
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に
加
え
て
、
欧
州
人
権
条
約
の
対
憲
法
優
位
を
も
導
き
出
し

て
い
る
)
が
、
欧
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人
権
条
約
機
構
お
よ
び
通
説
の
採
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す
る
と

こ
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な
か
っ
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)
欧
州
人
権
条
約
に
国
内
的
効
力
を
認

め
る
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、
欧
州
人
権
条
約
は
そ
の
こ
と
を
要
求

し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
但
)
同
な
芸
(
〉
ロ
ヨ
・
∞
同
)
ω
A呂町・

(
伺
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
上
の
権
利
の
実
現
の
た

め
に
は
欧
州
人
権
条
約
の
一
般
意
識
へ
の
浸
透
が
重
要
で
あ
る
と

し
て
、
欧
州
人
権
条
約
と
と
も
に
囲
内
法
に
も
根
拠
を
求
め
う
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
は
欧
州
人
権
条
約
の
援
用
を
安
易
に

放
棄
な
い
し
は
断
念
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
(
同
宣
君
主
ロ
呂

∞同
)ω
・ム∞)。

(
何
)
以
下
、
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
の
邦
訳
は
、
樋
口
陽
一

H

吉
田
善
明
編
『
解
説
世
界
憲
法
集
』
〔
第
三
版
〕
(
三
省
堂
・
一

九
九
四
年
)
二
三
九
頁
以
下
〔
辻
村
み
よ
子
訳
〕
に
よ
る
。

(
引
)
条
約
の
対
法
律
優
位
を
認
め
る
憲
法
規
定
の
成
立
と
、
そ
の
囲

内
裁
判
所
に
お
け
る
実
施
に
関
す
る
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
の
解

釈
に
対
し
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
な
お
、
近
時
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
も
の

と
し
て
、
建
石
真
公
子
「
『
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
原
則
』
の
裁

判
的
保
障
|
|
フ
ラ
ン
ス
一
九
五
八
年
憲
法
第
五
五
条
の
提
起
す

る
問
題
|
|
(
こ
」
法
政
論
集
一
五
一
号
(
一
九
九
四
年
)
二

二
九
頁
以
下
が
あ
る
。

(
路
)
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、
第
五
共
和
制
憲
法

五
五
条
は
、
憲
法
と
国
際
法
と
の
調
和
化
を
目
指
す
も
の
と
の
評

価
(
旬
。
著
書
偽

3
5
g
(吉
田
忠

)
ω
S民
)
が
存
し
、
ま
た
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
後
述
(
第
三
章
)
す
る
国
法
秩
序
の
国
際
法

調
和
性
を
一
不
す
憲
法
規
定
で
あ
る
と
す
る
見
解
(
h
s
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切
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Janvier 1988 au Senat， Montchrestien， 1988. p. 432 

(室)Dominique Rousseau， L'integration de la conv仰 tton

euroPee時間 desdroits de l'homme au bloc de c仰 stitutionalite，

in: Conseil constitutionnel et Cour euγopeenne des droits de 

l'h仰冗me:droit et libeγtes en Europe/sous la direction de 

Dominique Rousseau et Frederie Sudre， STH， 1990， p. 117 

(書)Domin叩 JeRousseau. Droit du contentieux constitution1叫

Montchrestien， 3e ed.， 1993， p. 103 et s. 

(~)ぽ揺さ!'護状給自主主 íl ~<11叶首長 1 ・K悩同 協七ミム

~oミ割く与三lE1Ii紙士道 (通話穏や(;1 ) J ムトトErrl1Erra)t>=11H(唱。
同恥 (1~<~(社)同4く回~ト:!吋時。

(書)容量信士fE穏墜巡=要性!と:還「主J駄(;縦士自滅~ (-Jli!:!I.!)g制・

1・同長 1社) 1 g; O~~ [同型船揺:!吋時。

(喜)Sommerm聞托 (Anm.93). 403. 

(宮)Ebenda. 

(ヨ)Jorg Polakiewicz and Valerie Jacob.Foltzer， The Euro 

pean Human Rights Convention in Domestic Law: the lmpact 

of Strasbourg Case.L仰 inStates where Direct Effect is given 

to the Convention， 12 HRLJ 65， 133 (1991) 
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(言)Duverger (supra note 99) p. 830 ; Robert (supra note 
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款
ニ
註
叩
(
二
四

O
頁
)
参
照
)
が
、
一
九
七
四
年
の

ZD-ι

判
決

(
わ
白
山
巾
品
¥
斗

ω・
2
0
5
〈

ハ

U
O
E白
戸
山
田

5
ロ
・
[
回
目
当
ム
]
何
(
リ
日
出
品
川
口
)
に

お
い
て
、
「
構
成
田
が
作
成
に
関
与
し
、
そ
の
署
名
固
と
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
の
、
人
権
保
護
の
た
め
の
国
際
条
約
は
、

E
C法
の
枠

内
に
お
い
て
従
わ
れ
る
べ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
供
し
う
る
」

(
「
署
名
」
で
あ
っ
て
「
批
准
」
で
な
い
の
は
、
判
決
の
一
一
目
前

に
批
准
し
た
ば
か
り
の
フ
ラ
ン
ス
の
存
在
を
考
慮
し
た
た
め
と
い

わ
れ
る
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
に
つ
い
て
、
第

二
章
第
三
節
倒
註
臼
の
文
献
参
照
)
と
し
、
一
九
七
五
年
の
河
己
主

判
決

(P田町
ωめ
¥
斗
印

-HEt-H
〈

富

5
5
2
問
。
「

p
m
E
Z
2
0ア

[
呂
吋
印
]
宍
u
m
H
N
E
)
が
、
「
欧
州
人
権
条
約
が
基
礎
を
置
く
原

則
は
、

E
C
機
関
の
行
為
の
適
法
性
を
審
査
す
る
際
に
ば
か
り
で

は
な
く
、

E
C
の
権
限
内
に
入
る
事
項
に
つ
い
て
の
構
成
田
の
行

為
と

E
C法
と
の
適
合
性
を
評
価
す
る
際
に
も
ま
た
、
依
拠
さ
れ

う
る
」
と
し
て
以
来
、
「
法
の
一
般
原
則
」
の
解
釈
基
準
と
し
て
、

欧
州
人
権
条
約
が
援
用
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
一
九
八
六
年
に
は
、

欧
州
諸
共
同
体
(
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
、

お
よ
び
欧
州
経
済
共
同
体
。
こ
れ
ら
の
総
称
が
欧
州
共
同
体

(
何
日
ロ
宮

g
p
s
g
E庄
司
乙
で
あ
る
)
の
設
立
条
約
を
改
正
す

る
た
め
の
単
一
欧
州
議
定
書
が
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
「
人
権
お

よ
び
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
条
約
お
よ
び
欧
州
社
会
憲
章

で
認
め
ら
れ
て
い
る
基
本
的
権
利
、
と
り
わ
け
自
由
、
平
等
、
社

会
正
義
に
基
づ
く
民
主
主
義
を
促
進
す
る
た
め
に
協
力
す
る
こ
と

を
決
心
し
」
(
単
一
欧
州
議
定
書
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
金
丸
輝
男

編
著
『
E
C

欧
州
統
合
の
現
在
』
〔
第
二
版
〕
(
創
元
社
・
一
九

九
O
年
)
三
二
六
頁
以
下
参
照
。
た
だ
し
、
「
人
権
と
基
本
的
自
由

の
保
護
に
関
す
る
条
約
」
は
「
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
保
護

の
た
め
の
条
約
」
と
し
た
)
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
欧
州
連
合
条
約
、

い
わ
ゆ
る
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
共
通
規
定
F
条
二
項
は
、
「
連

合
は
、
一
九
五

O
年
一
一
月
四
日
に
ロ

l
マ
で
署
名
さ
れ
た
人
権

及
び
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
欧
州
条
約
に
よ
り
保
障
さ
れ
、

か
つ
各
構
成
固
に
共
通
す
る
憲
法
上
の
伝
統
に
由
来
す
る
基
本
的

権
利
を
共
同
体
法
の
一
般
原
則
と
し
て
尊
重
す
る
」
(
山
本
編
集
代

表
・
前
掲
書
(
註
日
)
三
五
三

l
三
五
四
頁
)
と
規
定
し
た
。
こ

れ
ら
の
規
定
が
、
欧
州
裁
判
所
に
、
欧
州
人
権
条
約
の
援
用
に
つ

い
て
法
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
規
定
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
の
憲
法
規
定
に
類

似
す
る
面
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
山
)
邦
訳
は
、
樋
口
H
吉
田
編
・
前
掲
書
(
註
M
m
)

一
四
三
頁
〔
井

口
文
男
訳
〕
に
よ
る
。

(
出
)
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
定
を
、
フ

ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
五
五
条
と
同
様
、
後
述
(
第
三
章
)
す

る
団
法
秩
序
の
国
際
法
調
和
性
を
示
す
も
の
と
す
る
見
解

(
凶
寄
言

S
S
(
E
B
-
品
)
∞
∞
め
)
が
存
在
す
る
。

(
国
)
℃

our-m5nN
田
口
門
同
]
回
目

cv・司【)一昨
Nmア
吋

』

H
h
N川

H
q
b
y
s
H
hミ
E
S

E
h
pな
(
り
さ
せ
晶
君

H
J
H
S
S
むき
S
寄
宮
臣
、
巳
∞
ω
(
2
E
Z
S
Z

北法46(3・250)684



団法体系における条約の適用(1)

H
H
H
)

・

(
凹
)
回
。
巴
-
一
呂
町
N

回
。
∞
印
・

(
旧
)
第
一
章
第
一
節
第
二
款
ニ
(
二
二
五
頁
)
。

(
凹
)
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
は
、
「
同
意
法
律

(N5け

E
S
E口
同
日
常
的
巾
尽
)
」
、
「
批
准
法
律

(
m
E
E
E
C口回開
2
5
)
」、

ま
た
は
「
条
約
法
律
(
〈
巾

2
2岡田岡巾
Z
G
)
」
と
呼
ば
れ
る
。

(
印
)
な
お
、
同
意
法
律
の
規
定
の
文
言
の
変
化
が
問
題
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(m)
同由、
-
L
F師
向
L

「、阜、門的内

p
u
-巾
2
2目)日立印円
z
m
z
g印円宮口「巾円
F
'

z
r
c
ロ〈
2
M
Z
C
口
〈
D
『
品
巾
ロ
ロ
同
門
戸
口
口
丘
町
ロ
可
同
ユ
田
呂
町
口
丹
市
口
・

N
白んい河〈]戸、吋

(
5
2
¥印吋)咽ゆ
ω
(
$
)
・
基
本
法
七
六
条
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
権

限
は
連
邦
議
会
に
は
存
し
な
い
と
い
う
の
が
多
数
説
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
な
お
、
H
H
H
q
(

〉
ロ
ヨ
-
m
w
ω
)

・∞
-

H

ゅ・

(四

)
3・0
当
2
口
・
町
、
世
品
白
円
。
印
1
0
0
(
門戸宮内】】ロロ
c
g
∞同)

(
凶
)
∞
〈
巾
『
問
。
何
回
喧

ω
句。
(
A
H
H
H
)

・

(
凶
)
苫
寺
町
旨
(
〉
ロ
ヨ
・
∞
寸
)ω

印
。
一
民
主
ミ
め
忌
3
F
U
H
m
p
『D
E
S
・

円}]巾問。ロ〈巾ロ江口口

N
Z
B

∞円}】ロ円
N
司
会
出
・

7

向巾口印円『戸内ロコ
ω
円}戸汁巾己ロ
ι

の『ロロ門日同『
2
z
s
gロ
(
匂
「
同
口
}
内
向
ロ
『
門
担
問
回
忌
白
5
・〈同庁円。コ
c
E
C丘町「

ヨ釦ロロ
-
H
m
w

∞
印
)
的
・
品
同
一
切
〈
mHAの明。・

ω
∞
匂
(
品
品
。
)

(
国
)
以
下
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
の
邦
訳
は
、
原
則
と
し
て
、

樋
口
H
吉
田
編
・
前
掲
書
(
註
何
)
一
七
六
頁
以
下
〔
初
宿
正
典
訳
〕

に
よ
る
。
た
だ
し
、
二
五
条
の
「
国
際
法
の
一
般
的
諸
原
則
L

Z
=腎
ヨ
2
ロ
巾
河
内
問
己
ロ
己

g
〈
D-r
巾
『
『
巾
円
『
片
的
)
に
つ
い
て
は
、
他
の

多
く
の
邦
訳
例
に
従
い
、
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
と
す
る
。

(
凶
)
実
際
に
、
裁
判
所
費
用
法
(
の

q
E呂田
r
g
gロ同
3
2
N
の
問
。
)

に
関
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
と
の
問
に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た

O

R
E
S
(
E
B
∞同
)ω
・印。民-一〔」

3
3
5
5
(〉
ロ
ヨ
・
∞
∞
)ω
・斗印民

(
凹
)
ラ
ン
ト
に
お
い
て
も
同
様
の
問
題
を
生
ず
る
が
、
本
稿
で
は
連

邦
憲
法
裁
判
所
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。

(
未
完
)
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